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国の行政組織の一部であった国立大学は、平成16

年4月からの国立大学法人法の施行により、大学毎

に法人格が付与され、九州大学は、国立大学法人九

州大学が設置する大学となりました。これにより、

国による予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学

の責任で決定できるようになりました。教授会の合

議中心だった運営をトップダウン型に切り替えたこ

とにより、大学全体の意思決定の速度を上げるとと

もに、総長の統率力を大学運営・経営により効率的

に反映させています。

★もっと詳しく知るには
・国立大学法人法

 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

（法令データ提供システムより）

※法令索引検索にて「国立大学法人法」を入力し検

索してください。

・九州大学学則

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

・国立大学法人九州大学の運営組織

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/organization/committee/

◆問合せ先
・総務部総務課総務第一係　092-802-2125

国立大学法人法で国立大学法人の管理運営等に関

する重要事項を審議する機関として役員会、経営協

議会、教育研究評議会、総長選考会議を置くことが

定められています。また、九州大学学則に九州大学

における重要事項を審議するために将来計画委員会

をはじめとし、重要事項毎に各委員会を置くことが

定められています。

　主な会議の概要は下記のとおりです。

（１）役員会　
○国立大学法人法で、総長が次の事項について決定

しようとするときに、役員会の議を経なければな

らないことと規定されています。

①中期目標についての意見及び年度計画に関する

事項

②文部科学大臣の認可又は承認を受けなければな

らない事項 

③予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

④重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

⑤その他役員会が定める重要事項

○構成員：総長、理事

（２）経営協議会
○国立大学法人法に基づき、経営に関する重要事項

を審議

○構成員：総長、理事（5名）、病院長、部局長（6

名）、学外有識者（14名以上）

（３）教育研究評議会
○国立大学法人法に基づき、教育研究に関する重要

事項を審議

○構成員：総長、理事、副学長、研究院長、学府長、

学部長、基幹教育院長、高等研究院長、研究所長、

病院長、附属図書館長、センター長等

（４）総長選考会議
○国立大学法人法に基づき、総長を選考し、文部科

学大臣に総長の任命を申し出

○構成員：経営協議会学外委員7名、教育研究評議

会評議員7名、理事2名

（５）部局長会議
○部局長等を構成員とする以下の委員会の総称

　 将来計画委員会、予算管理委員会、大学評価委員

会、ハラスメント委員会、男女共同参画推進委員

大学の組織 諸会議

管理運営
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会、人事委員会、基金委員会、障害者支援推進委

員会

○構成員：総長、理事、副学長、研究院長、学府長、

学部長、基幹教育院長、高等研究院長、研究所長、

病院長、附属図書館長、センター長等

（６）役員協議会
○九州大学の組織及び運営に係る諸課題等につい

て、構成員間の情報共有や意見交換を通じた合意

形成を図る。

○構成員：総長、理事、監事、病院長

（７）大学マネジメント・ミーティング
○九州大学の組織及び運営に係る諸課題について、

構成員間の情報共有や意見交換を図る。

○構成員：総長、理事、監事、副学長、副理事及び

病院長

（８）役員・部局長懇談会
○役員等と部局長との間で、九州大学の組織及び運

営に関する情報及び意見の交換を行う。

○構成員：総長、理事、監事、副学長、副理事及び

部局長

★もっと詳しく知るには
・九州大学学則

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

・国立大学法人九州大学の運営組織

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/organization/committee/

◆問合せ先
・総務部総務課総務第二係　092-802-2126/2127

教員の職位と職務

○教員の職位と職務内容等
　本学の教員の職位と職務内容等については、学校

教育法第92条及び九州大学学則第22条により（表

「教員の職位と職務内容等」をご覧ください。）規定さ

れています。

○関係法令の規定趣旨
　従来、大学の教員組織のあり方については、特に、

研究面において、若手の大学教員が柔軟な発想を生

かした研究活動を展開する上で必ずしも適切なもの

になっていない等の指摘がなされていました。

　学校教育法第92条は、この指摘に応えて平成19

年4月1日から施行されたものであり、次のような

趣旨で整備されています。

　・ それまでの助手について、自ら教育研究を行う

ことを主たる職務とする「助教」と、教育研究の

補助を主たる職務とする「助手」に明確に分け

る。

　・ それまでの助教授について、実態に相応した位

置づけを与えるとともに、国際的な通用性を図

る観点から、新たに「准教授」と位置づける。

　・ 教授、准教授及び助教について、各職が有する

べき知識及び能力等に区別を設ける一方、職務

内容を共通に規定する。

　本学において、教員の具体的な職務分担を定める

際には、各職の位置付け及び職務内容を踏まえ、適

切な役割分担と連携の下で組織的に職務を遂行する

ことができるよう留意する必要があります。

職位 各職が有するべき知識及び能力等 職務内容

教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の特に優れた知識、能力及び実績を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

准教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の優れた知識、能力及び実績を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

助教 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の知識及び能力を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

講師 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

教務助手
（助手）

その所属する組織における教育研究の円
滑な実施に必要な業務に従事する。

准助教 教授及び准教授の職務を助ける。

（注１） 教務助手は、学校教育法第92条第9項の「助手」に該当します。
（注２） 准助教は本学独自の職であり、学校教育法第92条第2項に基づき置くこととしています。

教員の職位と職務内容等（学校教育法第92条及び九州大学学則第22条より）
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★もっと詳しく知るには
・九州大学の新しい教員組織について　－「准教

授」・「助教」の導入をめぐって―

　（平成19年1月29日役員会決定）

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/5772/arikata.pdf

・各職種の新制度への移行スキーム

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/5773/sukiimu.pdf

・九州大学の新しい教員組織の在り方に関する

ＱandＡ

　（平成19年1月29日企画部企画課）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/

change-past/

◆問合せ先
　企画部企画課　092-802-2179 

kiksomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

　学務部学務企画課 092-802-5928 

gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

学府・研究院制度

　学府・研究院制度は、大学院の教育研究組織であ

る「研究科」を、教育組織としての「学府」（Graduate 

School）と研究組織としての「研究院」（Faculty）に

分離することによって、教育上の目的を重視した組

織編成と研究上の目的を重視した組織編成にそれぞ

れ柔軟に対応できるようにするものです。

　大学院重点化に伴って、教員の所属は従来の学部

から大学院に移り、さらに大学院を教育組織と研究

組織に分離することにより、学府・学部教育への研

究院の枠を超えた教員の多様な参加が可能となりま

した。

★もっと詳しく知るには
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/

change-past/research/gakufu/index.php

◆問合せ先
　企画部企画課企画係　092-802-2179
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人 文 科 学 府 人 文 科 学 研 究 院 文 学 部

地 球 社 会 統 合 科 学 府 比 較 社 会 文 化 研 究 院

人 間 環 境 学 府 人 間 環 境 学 研 究 院 教 育 学 部

法 学 府 法 学 研 究 院 法 学 部

法 務 学 府

言 語 文 化 研 究 院

経 済 学 府 経 済 学 研 究 院 経 済 学 部

理 学 府 理 学 研 究 院 理 学 部

数 理 学 府 数 理 学 研 究 院

シ ス テ ム 生 命 科 学 府

医 学 系 学 府 医 学 研 究 院 医 学 部

歯 学 府 歯 学 研 究 院 歯 学 部

薬 学 府 薬 学 研 究 院 薬 学 部

工 学 府 工 学 研 究 院 工 学 部

芸 術 工 学 府 芸 術 工 学 研 究 院 芸 術 工 学 部

シ ス テ ム 情 報 科 学 府 システム情報科学研究院

総 合 理 工 学 府 総 合 理 工 学 研 究 院

生 物 資 源 環 境 科 学 府 農 学 研 究 院 農 学 部

統 合 新 領 域 学 府 高 等 研 究 院

生 体 防 御 医 学 研 究 所

応 用 力 学 研 究 所

先 導 物 質 化 学 研 究 所

●学府・研究院・学部の構成

マス・フォア・インダストリ研究所

※　　　   は、共同利用・共同研究拠点である。

（★）   基幹教育院は、全学部の基幹教育および
全学府の大学院基幹教育を担う。

（★）  基 幹 教 育 院



Kyushu University 5

管
理
運
営

基幹教育院

　九州大学では、「様々な分野において広く全世界

で活躍し、指導的な役割を果たす人材の輩出」を教

育の目標に掲げ、全学一体となって教育に取り組ん

でいるところですが、多様な課題を抱えた国内外の

社会からの大学教育に対する期待や要請に応えつ

つ、国際社会において真にリーダーとして活躍でき

る人材を育成するためには、これまで以上に体系的

で幅広い質の高い教育を充実させていかなければな

りません。そのためにも、全学教育から専門教育へ、

専門教育から大学院教育に至る一貫した教育システ

ムの再構築に取り組むこととし、平成23年10月「基

幹教育院」を創設しました。創立百周年を迎えた年

にこのような改革に着手することができたことは、

大変意義深いものです。

　平成26年度から開始した「基幹教育」は、大学に

入学したばかりの学生に対し、専門教育を学ぶ前に、

さまざまな選択肢と出会う学びの機会を創り、幅広

い知識や視野を育成すると同時に、生涯に渡って自

律的に学び続けるアクティブ・ラーナーとしての

「学び方を学ぶ」「考え方を学ぶ」ための姿勢と態度

（基幹）を育成することを大きな目標としています。

　基幹教育を担う組織が基幹教育院です。基幹教育

院は、カリキュラム構成などにあたり各研究院等と

の有機的連携を図り、基幹教育を充実していくため

のマネージャー的役割を果たします。また、基幹教

育は、旧教養部とは異なり、九州大学の全ての組織

の教員の参画（全学出動体制）によって営まれていま

す。このことで、大学入学の早い段階から学生は、

幅広い知識や多様な経験やユニークな考えを持つ多

くの教員に接することができます。

　「基幹教育」は、1年次に基礎的な学びの技法獲得

と知の基礎的体験をする学び、2年次以降に専門の

研究を続けながら専門分野を補強していく学びで構

成されます。

★もっと詳しく知るには
　基幹教育院のウェブサイト

http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
　学務部基幹教育課　 092-802-5941 

高等研究院

　九州大学が世界的研究教育拠点として､ 学界を

リードする卓越した研究成果を上げ､ さらにそれら

を社会に還元するため、部局を超えた全学的な組織

として高等研究院が設立されました。

　高等研究院は、学内アカデミー機能として、本学

の若手からシニアまでの優れた研究者（テニュアト

ラック制教員、特別主幹教授（ポストプロフェッ

サー）、栄誉教授、特別顧問）の参画を得て、以下の

ように実質的な研究と支援活動を展開します。

1） 高度な研究活動の展開

2） 本学の次世代を担う若手研究者の育成

3）  本学の卓越した研究成果について、学生を含め
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た本学構成員及び学外へ広く発信

○ 組織
＊栄誉教授
　ノーベル賞、文化勲章、フィールズ賞、文化功労

者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞及び

日本芸術院賞を受賞し、社会的に高い評価を受けて

いる者に「栄誉教授」の称号を授与します。

＊特別主幹教授
　ノーベル賞クラスの研究業績を有すると認められ

る者又は顕著な研究業績を称える賞若しくは顕彰を

受けた者で、本学の研究活動への貢献が見込まれる

者に「特別主幹教授」の称号を授与します。

＊テニュアトラック制教員
　公正で透明性の高い審査で選抜された優秀な若手

研究者が、期限付の雇用形態で自立した研究者とし

て経験を積み、審査を経て安定的な職に就くことが

できる仕組み（テニュアトラック制）により採用され

たテニュアトラック期間にある教員（特定有期教員）

のことで、准教授又は助教として高等研究院に所属

しています。

　なお、テニュアトラック制教員に対しては、各部

局において、自立して研究に専念できるようスペー

ス・設備等の研究環境について配慮されています。

　また、高等研究院所属の特別主幹教授等卓越した

業績を持つシニア研究者との交流を通じて薫陶を受

けるとともに、学生等への教育や研究成果発信の経

験を積むことで、研究者としてのさらなる飛躍を遂

げることが期待されています。

＊特別顧問
　学内外の優れた研究者等に対して指名、委嘱を行

います。

　特別顧問は高等研究院における研究活動につい

て、会議等にオブザーバーとして参加し、専門的な

見地から助言を行います。

★もっと詳しく知るには
・九州大学高等研究院パンフレット

◆問合せ先
・高等研究院全般について

　研究推進部学術研究推進課企画係

　092-802-2323

・テニュアトラック制教員について

　研究推進部学術研究推進課研究資金係

　092-802-2327

学術研究推進支援機構
（University Research Administration Office）

　学術研究推進支援機構は、学術研究・産学官連携

本部、有体物管理センター、国際法務室及び研究関

連事務部で構成されます。学術研究・産学官連携本

部は、グループ制となっており、総括企画調整グ

ループ、研究戦略推進グループ、グラントサポート

グループ、産学官連携推進グループ、知的財産グ

ループ、学術研究推進支援グループ、産学・社会連

携支援グループで構成されます。各グループに配置

されたURAや専門の教職員が適宜チームを編成し、

研究費の申請やプロジェクトの管理運営等をサポー

トします。

　機構には、機構の管理運営等に関する重要事項を

審議する研究戦略会議が置かれています。研究戦略

会議において、全学の研究戦略に関する基本方針等

を策定し、当該基本方針等の実施に当たって関連の

ある委員会において審議・実施されます。

○リサーチ・アドミニストレーター
　本学におけるリサーチ・アドミニストレーター

は、「科学技術に関する試験若しくは研究又は科学

技術に関する開発又は研究開発の成果の普及若しく

は実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財

産の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及

び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を

有する者」とし、研究推進主幹、研究推進准主幹、

研究推進専門員の３つの職種を整備しています。

★もっと詳しく知るには
　学術研究推進支援機構

　http://ura.kyushu-u.ac.jp/

　有体物管理センター

　http://mmc-u.jp/

　国際法務室

　http://qilo.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
　研究推進部学術研究推進課企画係

　092-802-2323
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国際交流推進機構

　本学は平成14年4月から、全学的な国際交流活動

を一元的に展開・強化するための組織として、国際

交流推進機構を立ち上げました。

　この国際交流推進機構は、本学の各教員が、従前

より展開してきた国際的な共同研究等の活動を大学

として組織的に支援し、かつ部局横断的な協力体制

を確立することで、一層効果的な活動を展開できる

よう作り上げた学内組織です。

　国際交流推進機構は、総長が機構長、理事・副学

長（国際担当）が副機構長となり、組織としては、留

学生センター、韓国研究センター、EUセンター、

国際交流推進室により構成されています。

　また、機構長の諮問機関として、国際交流政策に

関する中長期的な戦略を答申することを任務とする

「国際交流総合企画会議」を設置し、本学の国際戦略

構想の策定に寄与しています。

○組織
＊留学生センター
（１）日本語教育
・全学教育・言語文化科目「日本語」 
　基幹教育の一環として、学部に在籍する正規留学

生を対象として技能別（総合基礎、聴解、作文、会

話・発表）、並びに分野別（社会文化・社会科学・自

然科学）に外国語としての日本語の授業を年間を通

して伊都キャンパスで行っています。 

　また国際化拠点整備事業（G30 / IUPE）で受け入れ

た日本語未習の学部留学生に対しては、上記とは別

に１年半で初級前・後半をカバーする基礎日本語

コースを開講、実施しています。 

・九州大学留学生のための日本語コース（JLCs） 
　留学生センターやその他の部局が受け入れた交換

留学生、および九州大学で学位取得を目指す大学院

正規留学生や大学院入学を目指す研究生を対象に外

国語としての日本語の授業（JLCs: Japanese Lan-

guage Courses）を、箱崎、伊都、大橋、筑紫の４キャ

ンパスで、週当たり計約100 コマ、開講しています。 

　箱崎キャンパスと伊都キャンパスにおけるJLCsは

年間4学期制で、技能別（総合、漢字、会話、読解、

作文）のコースをレベル（ゼロ初級～上 級）に応じて

受講することができます。受講前にはプレースメン

トテスト（文法・聴解・読解・漢字・会話インタ

ビュー）を実施して受講者希望者の日本語レベルの

判定を行い、受講中の出欠管理やコース終了時の成

績評価も厳正に行っています。交換留学生の多くが

JLCsの受講で得た単位・成績を母校に持ち帰って 

います。 

　大橋、筑紫の2キャンパスで行われている日本語

コースは希望登録制で、現在は前期・後期にそれぞ

れ初級～中級のレベル別総合日本語コースを週2

回、開講しています。 

・特別コース 
　交流協定締結校からの要請に応えて、短期間の特

別日本語コースを開講しています。現在は韓国・ソ

ウル大学（毎年1月～ 2月に実施）、及びタイ・マヒ

ドン大学（毎年3月～ 4月に実施）で日本語を学ぶ学

生を受け入れ、2 ～ 4週間の日本語コースを提供し

ています。

（２）外国人短期留学コース
・短期留学プログラム（JTW）
　JTW（Japan in Today’s World）は、10月から翌年

7月までの10 ヶ月間（または1学期）の日本研究プロ

グラムです。毎年、アジア、北米、ヨーロッパなど

の本学との学生交流協定校から選抜・派遣された学

部生を中心に約40名が参加します。講義はすべて

英語で行われ、日本に関する社会科学分野の講義や

自主研究を中心に専門教育を行うとともに、日本語

コース（JLC）、学部講義も受講可能です。

　また、JTWの授業は基幹教育科目として開放して

おり、日本人学生の受講も可能です。（ただし、授

業が理解できるだけの英語力（概ねTOEFL530以上）

が必要です）

　さらに、JTWプログラムには、チューター、日本

語会話パートナー、ホームビジットなどの制度もあ

り、日本人学生との交流も積極的に行えます。

・日本語・日本文化研修コース（JLCC）
　日本語・日本文化研修コース（JLCC：Japanese 

Language and Culture Course）は、欧米やアジアな

どの大学で日本語・日本文化を専攻している学部学

生が、今後の日本研究に必要となる日本語能力の向

上を図るとともに、日本の社会や文化に関する理解

を深めることを目的とした1年間のコースです。

　定員は40名で、毎年10月に主として国費留学生

（日本語・日本文化研修留学生）や海外の学生交流協

定校からの交換留学生を受入れ、留学生センターで

開講する必修科目や各学部で開講されている専門教

育科目を受講します。

　また、学生レベルでのサポートとしてチューター

を配置し、日本人学生との交流が図れる環境を整備

しています。
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・九州大学サマープログラム（ATW）
　ATW（Asia in Today’s World）は、6月下旬から8

月上旬まで開講するサマープログラムで、毎年、ア

ジア、北米、ヨーロッパなどから30名程度の留学

生が参加します。日本語コースと英語で授業を行う

アジア研究コースを設けており、参加学生はその専

攻分野と興味に合わせて履修科目を選択することが

できます。英語で授業を行うアジア研究コースの授

業は全学/基幹教育科目として開放しており、日本

人学生の受講も可能です。（ただし、授業が理解で

きるだけの英語力（概ねTOEFL530以上）が必要で

す）

　また、ATWには、日本人学生チューターやホーム

ステイプログラムなどの制度もあり、日本人との交

流も積極的に行えます。

・ASEAN in Today’s Worldプログラム（AsTW）
　AsTWはASEAN諸国の有力大学と共同で現地の大

学において実施する、春期２週間のプログラムです。

平成20年度から22年度はマヒドン大学（タイ）、23

年度から25年度までアテネオ・デ・マニラ大学

（フィリピン）で開催し平成26年度からはベトナム

国家大学ハノイ校で開催しています。参加学生は初

級アジア言語コース（日本語、ASEAN言語、中国語）

及びASEAN研究コース（時事問題、食と環境、異文

化理解）から2科目を選択し、九州大学の学生は全

学/基幹教育科目として単位を取得できます。

（３）入学前予備教育
・日本語研修コース
　日本語研修コースは、九州大学及び九州北部地域

の大学院に入学予定の国費研究留学生を主な対象と

して来日後6 ヶ月間予備教育を行うコースです。本

コースでは、日本語教育、日本事情教育、大学院へ

の適応を促進するための教育と支援を行っています。

・日韓共同理工系学部留学生予備教育コース
　平成12年に日韓両政府の共同事業として開設さ

れたプログラムで、韓国から本学の理工系学部への

国費留学生等受入れに係る予備教育コースを平成12

年度から留学生センターで開設しています。受入れ

学生は、韓国での6 ヶ月間の日本語等予備教育後、

日本の国立大学に派遣され、受入れ大学の留学生セ

ンターで6 ヶ月間の日本語及び専門（数学、物理等）

予備教育後、理工系の学部において4年間の教育を

受けています。

（４）留学生指導・相談
　留学生センターの留学生相談室では、専門の教員

（カウンセラー）が留学生に関する様々な相談（修

学・研究上（授業料や奨学金、進級、研究室での人

間関係など）や生活上（事故、病気、住居、家族など）

の相談、メンタルヘルスに関する相談など）を受け

付けるとともに、各学部・大学院の留学生担当教員

等と連携して問題の解決を図っています。（相談室

での相談内容は秘密が厳守されます）

　留学生相談室は、箱崎キャンパス（留学生セン

ター分室）のほか、筑紫（春日）キャンパス、伊都

キャンパス、国際交流会館（香椎浜）でも開設してい

ます。各相談室の相談時間や担当教員、各学部・大

学院の留学生担当教員は、留学生センターのホーム

ページで確認してください。

（５）留学生緊急時支援制度
　本学では「九州大学外国人留学生等に係る緊急時

支援要項」を定め、留学生が日本国内において事

故・病気等で緊急事態に至った際に、大学として支

援する体制を取っています。各留学生には会費とし

て千円／年の支払を求めています。

　この制度により、留学生は緊急時以外でも、平常

時のサービスとして、医療機関を受診する際に、病

院の紹介・電話での通訳サービスを受けることがで

きます。

＊韓国研究センター
（１）設置の経緯等
　平成10年11月に金鍾泌国務総理（当時）が本学に

おいて講演を行い、本学は同氏に名誉博士の称号を

授与しました。これを契機に、平成11年7月に本学

と韓国国際交流財団との間で日韓両国の友好協力及

び学術・教育の交流を推進するための協定が締結さ

れ、平成11年度から5年間にわたり100万ドルの研

究資金の援助を受けることになりました。これは、

日本の大学・研究機関としては初めてのもので、本

学は、このような韓国政府を挙げての期待に応える

べく、研究拠点として平成11年12月17日、韓国研

究センターを学内措置により設置しました。

　その後、文部科学省の省令施設となり、社会ネッ

トワーク部門、政治経済システム部門、人間環境部

門、研究企画部門、国際共同教育部門の5部門によ

り、日本における韓国研究の拠点として活動を行っ

ています。

（２）主な事業等
　現在、韓国国際交流財団からは、共同研究、コロ

キウム、国際シンポジウム及び大学院生への奨学金

事業について申請を行い、助成を受けています。

　世界韓国研究コンソーシアム協定、韓国学に関す
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る定例研究会、ワークショップ等を年間12回程度

開催しています。

＊EUセンター
　EUセンターは、本学の学生及び教職員がEU（欧

州連合）に対する知識と理解を深めることに資する

活動を行うとともに、EUの学術拠点であるEUIJ-

Kyushu（EU Institute in Japan, Kyushu）の運営組織

として、平成22年12月に設立されました。EUセン

ターが運営を支援するEUIJ-Kyushuは、九州大学、

福岡女子大学の2大学コンソーシアムによりEU研

究ディプロマプログラムを開設・実施する他、EU

に関連するシンポジウムや講演会を開催するなど、

広く九州地域の研究者・学生、一般市民、ビジネス

関係者等を対象に、政治、経済、科学技術、文化な

ど広くEU理解を促進するための活動を行っていま

す。

＊国際交流推進室
　国際交流推進室は、戦略的国際交流プロジェクト

等の企画・実施を行うとともに、各国際交流活動を

推進するための調整的機能を担っています。

　国際交流推進室では、Asia in Today’s World（ATW）

やASEAN in Today’s World（AsTW）を始めとする戦

略的な学生交流プログラムの企画・実施、日本人学

生の短期海外語学研修の実施、職員語学研修等の実

施、海外オフィスの運営、JICA等を通じた国際開発

協力の推進、二国間のパートナーシップに基づく海

外の大学（エジプト日本科学技術大学（E-JUST）など）

設立への協力などを行っています。

★もっと詳しく知るには
・ 国際部Webサイト

　http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb

◆問合せ先
・留学生センターについて

　学務部留学生課 留学生交流係　092-802-2269

　intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

・ 韓国研究センターについて

　学務部国際企画課　092-642-7361

　intlk-rcks@jimu.kyushu-u.ac.jp

・国際交流推進室　092-802-2214

　intlkkaigai@jimu.kyushu-u.ac.jp

・EUセンター　092-642-4433

情報統括本部

　情報統括本部は、九州大学における学内外への情

報関連サービスを担うとともに、サイバーセキュリ

ティの強化に取り組んでいる組織です。学生や職員、

さらには学外まで含めた九州大学の全ての関係者に

安全で快適な情報基盤を提供することを使命として

います。

○設置目的 
　情報統括本部は、2007年（平成19年）、全学的な

情報基盤の整備、情報技術を用いた教育研究及び大

学運営に関わる業務の総合的な支援を行うため設置

されました。

　サイバーセキュリティセンターは、2014年（平成

26年12月）に、九州大学におけるサイバーセキュリ

ティに関する教育、研究、その他全ての活動を一元

化し、強化するために設置されました。

○組織図
　情報統括本部は、「情報基盤研究開発センター」、

「情報システム部」並びにこれらの組織を中心に学内

部局との連携で設置される「情報環境整備推進室」及

び「サイバーセキュリティセンター」の４つの組織を

中心として、全学体制で構成されています。（P10 

「情報統括本部組織構成図」）

○業務概要
　主な業務概要については、大項目（P82）「情報

サービス」の頁をご参照ください。

　

（１）全学的視野で学内情報通信環境の高度化と利便

性の向上を図り、学生・職員にとって安全で快適

な情報基盤と、教育・研究・診療・業務を支援す

る情報環境を提供しています。

　次の事業活動を通じて学内における情報環境整

備を推進しています。

　　・ネットワーク事業　・教育支援事業

　　・学務教務支援事業　・認証基盤事業

　　・ソフトウェア事業　・図書館連携事業

　　・広報事業　・情報セキュリティ対策事業

　　・全学基本メール事業

　　・ISMS運用事業　

　　・キャンパスクラウド事業

　　・全学共通 ICカード事業室

　　・学生PC必携化事業室
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（２）我が国の学術情報基盤整備の一翼を担うととも

に、地域の拠点大学として域内情報基盤の整備及

び利活用の中心的、指導的役割を担っています。

　　また、情報基盤研究開発センターの有する国内

有数の計算能力、ネットワークを活用し、全国共

同利用ユーザへのサービスを行うとともに、さら

に共同利用・共同研究拠点として最先端研究を遂

行しています。

　次の事業活動を通じて全国共同利用・共同研究

の情報環境整備を推進しています。

　　・ HPC（ハイパフォーマンスコンピューティン

グ）事業

（３）サイバーセキュリティセンターは、全学生に対

する教育、専門的な教育、スペシャリスト育成の

ための教育を行います。

　　全学生に対する教育は、情報倫理、法律、プラ

イバシー、事例、機器設定などに関する基礎的な

内容を扱い、今後、サイバー空間で生活していく

うえで、自らが不利益を被ったり、他人に迷惑を

かけない卒業生を社会に輩出します。専門教育で

は、各学部の専門で必要となる個別のサイバーセ

キュリティの項目を抽出した教育プログラムを開

発し、色々な分野の専門家がそれぞれ自分に必要

なサイバーセキュリティについて学べるようにし

ます。サイバーセキュリティのスペシャリスト教

育は、高度な技術を扱う講義やサイバー演習を通

じて、サイバーセキュリティの分野で即戦力的に

働ける人材を育てます。

★もっと詳しく知るには
　情報統括本部ホームページ

　http://iii.kyushu-u.ac.jp

　サイバーセキュリティセンターホームページ

　http://cs.kyushu-u.ac.jp

◆問合せ先
　情報統括本部

    情報システム部情報企画課　092-642-2303

（事務用LAN、業務用システム、情報企画・総

務・財務全般に関すること）

　情報システム部情報基盤課　092-642-2306

（ネットワーク、全学基本メール、キャンパス

ライセンス、全学共通ICカード、教育支援サー

ビス、研究支援サービス、キャンパス間学習・

会議支援システム、認証に関するサービス等

の提供に関すること）

　よろず相談窓口　help@iii.kyushu-u.ac.jp

　（情報統括本部のサービス全般に関すること）

　サイバーセキュリティセンター

　mail@cs.kyushu-u.ac.jp

コンプライアンス違反通報窓口

　本学では、国立大学法人法又は他の法令若しくは

本学の規則等に違反する事実についての学内外から

の通報を受付ける窓口を設置しています。

　

○通報窓口
　九州大学監査室

　　〒819-0395　福岡市西区元岡744 番地

　　ＴＥＬ　092-802-6648

　　E-mail　tuho@jimu.kyushu-u.ac.jp

○通報に当たっての留意事項
・原則として顕名によること。なお、通報者は、悪

意に基づく通報であると認定されない限り、単に

通報したことを理由に不利益な取扱いを受けるこ

とはありません。

・通報するに足りる合理的な理由又は根拠を示して

ください。

・通報は、その内容に応じて、コンプライアンス違

反事案に係る事務を主管している部署に取り次

ぎ、又は必要な情報を教示します。

・通報者は、調査に対し、誠実に協力してください。

・悪意に基づく通報であると認定された場合には、

処分などの必要な措置を講じることがあります。

○その他の通報窓口
　次に関する相談・通報はそれぞれの窓口で対応し

ます。

・ハラスメント相談・苦情申し立て

http://www.kyushu-u .ac . jp/ ja/univers i ty/

publication/harassment/

・研究不正申立窓口

　http://ura.kyushu-u.ac.jp/kensen/kenkyuinfo/

・研究費の不正使用に関わる通報窓口

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/research/ethics/

prevention/madoguchi/

・学位審査に関する通報窓口

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/

gakuituho/
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・学生なんでも相談窓口

　http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/

consultation/

★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学コンプライアンス違反通

報窓口運用規程

http: //www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/pdf/439/2014kitei154.

pdf/1

◆問合せ先
・コンプライアンス違反通報窓口について

　監査室　092-802-6648
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　平成16年の国立大学の法人化によって、大学の

教育研究の基本理念や長期的なビジョンに基づいた

自律的な運営が可能となり、大学ごとに中期目標・

中期計画を策定するとともに、業務実績について評

価を受けることが義務付けられました。

　中期目標・中期計画を策定し、その達成に取り組

むことは国立大学法人に対する公的投資の前提であ

ると同時に、構成員が大学のビジョンを共有し、定

期的な点検・評価を通じて教育研究の質の向上を図

り、計画の進捗に応じた合理的・効果的な資源配分

や計画的・戦略的な大学運営に繋がるという意義を

有しています。

　また、文部科学大臣は、中期目標期間終了時に国

立大学法人の組織及び業務全般にわたる検討を行

い、所要の措置を講じるものとされています。各国

立大学法人は文部科学大臣から提示される組織・業

務の見直し内容を踏まえ、次期の中期目標・中期計

画を作成することとなります。

○中期目標・中期計画
　中期目標は、大学の理念や長期的な目標を実現す

るため、6年間に達成すべき業務運営に関する目標

として、国立大学法人法の規定に基づき、予め大学

から提出する中期目標原案を踏まえ、文部科学大臣

が定め国立大学法人に提示されるものです。

　中期計画は、文部科学大臣より提示された中期目

標を達成するための具体的な計画として、国立大学

法人法及び同法施行規則に基づき大学が作成し、文

部科学大臣の認可を受けるものです。

　中期目標・中期計画は、大学の基本的な目標を掲

げた「前文」と、法で定められた

　「教育研究の質の向上」

中期目標・中期計画

運営方針・評価
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　「業務運営の改善及び効率化」

　「財務内容の改善」

　「自己点検・評価及び情報の提供」

　「その他業務運営」

の項目で構成されています。

○年度計画
　年度計画は、認可を受けた中期計画に基づき、当

該年度において実施する計画として、国立大学法人

法施行規則及び独立行政法人通則法に基づき大学が

作成し、文部科学大臣に届け出るものです。

　中期目標・中期計画の達成に向け、年度計画に取

り組んでいくことになります。

○部局の中期目標・中期計画
　部局の中期目標・中期計画は、文部科学大臣の認

可事項ではなく、学内限りで作成するものです。

　本学の中期目標・中期計画の達成のためには、教

育研究活動の現場である部局の取組が重要であるこ

とから、本学の中期目標・中期計画をもとに、部局

の教育研究の理念や目的に基づき、役割や強み・特

色を踏まえた中期目標・中期計画を作成し、その達

成に向けて教育研究活動等に取り組んでいくことと

なります。これにより部局では、各種評価や部局の

諸活動を学内外へアピールするためのツールとして

中期目標・中期計画を活用することができます。な

お、学内共同教育研究センター等については、規模

や人員配置が異なることから、作成を任意としてい

ます。

　また、部局の中期目標・中期計画についての進捗

管理は部局において行うこととしています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学の中期目標・中期計画等（九州大学ホー 

　ムページの運営・組織情報）

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/organization/

・各国立大学法人の中期目標・中期計画（文部科学 

　省国立大学法人等のページ）

　 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/

houjin.htm

◆問合せ先
・中期目標・中期計画、年度計画について

　企画部企画課調査係　092-802-2177

大学評価

　「大学評価」とは、教育研究水準の維持向上のた

め、大学の活動状況を評価し改善していく仕組みで

す。

　国立大学法人である本学は、文部科学省に置かれ

た国立大学法人評価委員会による「国立大学法人評

価」（以下、「法人評価」）と、文部科学大臣の認証を

受けた機関による「認証評価」を受審することが法律

で義務付けられています。

○国立大学法人評価
　国立大学法人評価委員会は、中期目標期間（6年

間）終了時に、各国立大学法人の中期目標・中期計

画に記載された事項の実施状況を検証し、達成状況

を評価します。但し、教育・研究に関する事項につ

いては、独立行政法人大学評価・学位授与機構（以

下、機構）にその評価の実施を要請し、その結果を

尊重することとされています。

　「国立大学法人評価」の結果は、次期6年間の運営

費交付金の算定へ反映されます。

　1　 第1期（平成16 ～ 21年度）の九州大学の評価

結果

（判定は5段階）

　①教育  ――――――――――「おおむね良好」
　②研究  ――――――――「非常に優れている」
　③社会連携、国際交流等  ――――――「良好」
　④業務運営の改善及び効率化  

　　  ――――――――――「非常に優れている」
　⑤財務内容の改善  ―――――――――「良好」
　⑥自己点検・評価及び情報提供  ―――「良好」
　⑦その他業務運営に関する重要事項  ―「良好」
　なお、平成28年度に第2期（平成22 ～ 27年度）

の評価が実施されます。

○認証評価
　学校教育法により、全ての大学（国・公・私立大

学）は、教育研究の質の保証を目的として、当該大

学の教育及び研究、組織運営及び施設設備の総合的

な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者

（認証評価機関）により、一定期間毎に、各認証評価

機関が定めた評価基準に基づく評価を受けることが

義務付けられています。

　「認証評価」には、大学全体を対象とする「大学機

関別認証評価」（受審期間：7年以内毎）と専門職大
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学院を対象とする「専門職大学院認証評価」（受審期

間：5年以内毎）があります。

　なお、本学は平成26年度に2回目となる「大学機

関別認証評価」を受審し、「大学評価基準を満たして

いる」との評価を受けました。

   本学の評価結果 　

（受審年度：受審機関）

大学機関別認証評価

　―――――――「大学評価基準を満たしている」

（平成26年度：（独）大学評価・学位授与機構）

法科大学院―――「評価基準に適合している」

（平成25年度：（独）大学評価・学位授与機構）

経済学府産業マネジメント専攻

　―――――――「評価基準に適合している」

（平成25年度：（財）大学基準協会）

医学系学府医療経営・管理学専攻

　―――――――「評価基準に適合している」

（平成25年度：（財）大学基準協会）

人間環境学府実践臨床心理学専攻

　―――――――「評価基準に適合している」

（平成26年度：（社）日本臨床心理士資格認定協会）

★もっと詳しく知るには
・九州大学　大学評価

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/hyoka-home/

◆問合せ先

　企画部企画課評価係　092-802-2176

5年目評価、
10年以内組織見直し制度

　本制度は、研究院・学府・学部・附置研究所・学

内共同教育研究センター等における将来構想の実現

に向けた組織改編等の取組みについて、中期目標期

間の５年目に全学的な点検・評価を行い、その評価

結果を反映した形で、10年以内に組織改編を完了す

るよう各部局に促すものです。この点検・評価を継

続的に実施することにより、組織の自律的な変革を

促進し、教育研究の一層の充実・発展を図ることを

目的としています。

○実施方法等
（１）実施時期：中期目標期間中の5年目に実施しま

す。

（２）対象部局：研究院、学府、学部、基幹教育院、

附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所、病院、情報基盤研究開発センター、

学内共同教育研究センター、附属図書館、学術研

究・産学官連携本部（平成26年度実施実績）

（３）実施方法等

　① 部局は、総長が示す大学のビジョンや方向性等

を考慮して、自己点検・評価や第三者評価の過



Kyushu University16

程で明らかになる特徴や課題を踏まえた将来構

想を実現するための組織改編の取組等（部局等

の枠を超えた組織再編を含みます。以下「組織

改編計画等」という。）を提出します。

　② 部局から提出された組織改編計画等に基づき、

その実現可能性についてヒアリング等による評

価を行います。ヒアリング等による評価の際に

は、各部局の教育研究等の状況を示す各種統計

資料を活用します。

　③ 評価結果を役員会等で承認し、部局の将来計画

が確定します。

★もっと詳しく知るには
　「5年目評価、10年以内組織見直し」制度について

　（学内限定）

　 http://www.kyushu-u.ac.jp/Qdai-only/rule/

zenbun/2007sonota004.pdf

◆問合せ先
・企画部企画課　092-802-2179

大学改革活性化制度

　大学改革活性化制度は、部局の将来構想に基づく

組織改革の実現のために必要な教員ポストを審査の

上、措置する制度で、平成23年度から実施してい

るものです。この制度の実施により、たとえ多少の

政策や財政状況の変動があっても大学が自律的に続

けられる「永続性のある強靭な改革のスキーム」の構

築を目指しています。

○制度の仕組み
　各部局（病院、附属図書館及び学内共同教育研究

センターを除く。）における教員ポストの一部（全教

員ポストの１％）を教員配置の原資として確保し、

各部局は下記の申請区分に応じて改革計画を提出し

ます。各部局から提出のあった改革計画のうち優先

度の高い改革計画を全学の委員会等で審査・選定

し、当該計画の実施に必要な教員ポストを配分しま

す。

申請区分

 ・全学改革推進枠（重点支援分）

　 総長が毎年具体的な重点事項（ミッション・分野

等）を定め、関連部局から横断的な改革計画を募

るもの。

・全学改革推進枠（基幹支援分）

　 総長が毎年指定する募集分野において、部局の強

み・特色を維持し、伸ばす取組に関する改革計画

を募るもの（組織改編を伴わないものも含む）。

 ・部局改革推進枠

　 中期目標・中期計画等の大学の将来構想に合致
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し、教育改革又は研究拠点形成に係る大学改革を

促進する改革計画を募るもの。

○改革計画の審査の流れ
（全学改革推進枠）

　改革計画は、役員協議会の協議結果を踏まえ、役

員会の議を経て、総長が最終的に採否を決定します。

＜審査の流れ＞

※計画書の提出前に企画専門委員会に対し、
　改革計画構想の説明を行うことも可。

総長【年度当初】
重点事項（重点支援分）を部局に提示

↓
部局の改革計画書を提出 注）

| 　　　　【所定の期限迄】
↓

役員協議会【4 〜 5月】
「計画の採否案」を審議

↓
総　長【6月】

採択計画の決定、部局へ通知

↓
※採択計画の決定後、必要に応じ、企画専門委
　員会において組織再編計画について審議。

注） 概算要求、設置審査対象の組織設置に
　  おける手続については下記を前提とする。

企画専門委員会（設置の前々年度9月頃）
組織の設置について審議・承認

↓
将来計画委員会（設置の前々年度3月迄）
組織の設置について審議・議決

（部局改革推進枠）

　改革計画は、企画専門委員会とそのもとに置かれ

る改革計画審査委員会により審査され、役員会の議

を経て、総長が最終的に採否を決定します。

＜審査の流れ＞

※計画書の提出前に企画専門委員会に対し、
　改革計画構想の説明を行うことも可。

部局の改革計画書を提出
注）

|  　【設置の前年度9月末迄】
↓　　

企画専門委員会【〃10月】
改革計画審査委員会（書類審査）への付託を報告

　　　　　  審査の付託　| 
↓

改革計画審査委員会（書類審査）【〃10月】
審査表に基づき計画を審査

　　　　　　  結果報告　| 
↓

企画専門委員会【〃11月】
ヒアリングを行う改革計画の決定

　　　　　  審査の付託　| 
↓

改革計画審査委員会（ヒアリング）【〃11月】
ヒアリングの実施

　　　　　　  評価報告　| 
↓

企画専門委員会【〃12月】
役員会に附議する「計画の採否案」を審議・承認

　　　　    ↓　　　　　　　　　    　↓
役員会【〃12 〜 1月】

「計画の採否案」を審議

　　　　　　  ↓　
総　長【〃12 〜 1月】

採択計画の決定、部局へ通知

注）概算要求、設置審査対象の組織設置に
　  おける手続については下記を前提とする。

企画専門委員会（設置の前々年度9月頃）
組織の設置について審議・承認

↓
将来計画委員会（設置の前々年度3月迄）

組織の設置について審議

○評価項目
　改革計画は、次の（１）～（４）の評価項目その他の

状況を総合的に勘案し、評価されます。

（１）改革計画の実施内容

　 　改革計画の実施内容が、大学改革の促進を目的

とし、大学の将来構想（中期目標、中期計画等）に

合致するもので、かつ社会又は学界へのインパク

トが期待できるものであるか。

（２）改革計画の準備状況

　 　申請部局は、改革計画を実施するにふさわしい

実績を有し、必要な準備が整っているか。

（３）改革計画の実現可能性及び継続性

　 　改革計画は、目的を達成するための手順・方法

が具体的に示され、実現可能性の高いもの、継続

性のあるものになっているか。

（４）新たな教員配置による効果

　 　新たな教員の配置は、改革計画の実施に必要不

可欠で、かつ、その配置に見合う効果が期待でき

るものになっているか。

 

★もっと詳しく知るには
　九州大学ＨＰ（教職員 > 大学運営情報）

将来計画委員会【〃12月】
「計画の採否案」の役員会
への附議を報告



Kyushu University18

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/Qdai-only/

administration/

　上記ＵＲＬに下記の情報が掲載されています。

　・九州大学大学改革活性化制度取扱要項（様式含）

　・大学改革活性化制度審査実施要領

　・採択結果一覧その他

◆問合せ先
　企画部企画課企画係　092-802-2179

大学評価ウェアハウス

　大学評価ウェアハウスは、国立大学法人評価の現

況調査表および大学機関別認証評価の自己点検・評

価報告書の作成を支援するシステムです。大学情報

の数値データと根拠資料となる文書データを効率的

に蓄積・管理することを目的としています。

○構成と特徴
　大学評価ウェアハウスの項目は、国立大学法人評

価・大学機関別認証評価の評価基準等に準拠して構

成されており、評価書作成の際に最低限必要な根拠

データを掲げています。

　データの収集方式は、入力負担の軽減の観点から、

原則として、インスティテューショナル・リサーチ

室が、本部事務局の各種データベースに収集されて

いるデータを「生データ」の形式で提供を受けて、部

局単位で入力しています。他方、部局に留まってい

て本部事務局が未収集のデータについては、部局に

入力していただくこととなりますが、その範囲につ

いては基本的に部局の判断に任せています。

　収集・入力されたデータは、担当部署・部局にお

ける担当者が随時閲覧し、分析等に利用することが

可能となっています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学　大学評価（ウェアハウス）

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/hyoka-home/

selfeval/efforts/warehouse/

・大学評価ウェアハウス

https ://hyoka-porta l .ofc .kyushu-u.ac . jp/

warehouse/

◆問合せ先
　九州大学 インスティテューショナル・リサーチ室

　電　話　092-802-2175

　メール　office@ir.kyushu-u.ac.jp

　http://www.ir.kyushu-u.ac.jp/

大学評価情報システム
（九州大学研究者情報）

　九州大学では教育研究水準の向上と社会的使命を

果たすため、本学における教育研究活動等の状況に

ついて、教員自らが点検及び評価を行っています。

その結果を公表するための仕組みとして、九州大学

は「大学評価情報システム」と「九州大学研究者情

報」を運用しています。

○目的
　「大学評価情報システム」は九州大学の教員データ

ベースです。このシステムの目的は、九州大学にお

ける教育研究水準の向上とその社会的使命を達成す

るために、教育研究活動等の状況を教員自ら点検及

び評価を行うことにあります。具体的には、（１）大

学経営や将来計画に関する基礎資料を収集、（２）自

己点検・評価および第三者評価への基礎資料、（３）

教員が毎年度提出する「年度活動報告書」への活用、

（４）国際交流や社会貢献推進のための情報公開への

活用、（５）学内外からの教育研究活動に関する調査

への対応、の5つの目的を掲げています。

　「九州大学研究者情報」は、情報公開を行うために

構築されたウェブデータベースです。大学評価情報

システムの情報項目のうち、必須公開と選択公開と

されたデータをシステムから抽出し、統一化したス

タイルのハイパーテキスト（ウェブページ）として情

報公開を行っています。また、最先端の検索技術を

使って効率的および効果的な情報提供を推進してい

ます。

　こうした目的のために、教員の皆さま自身に教育

研究活動の情報を入力していただいています。

○構成と特徴
　大学評価情報システムには、大きく分けて7つの

項目（教員基礎情報、教育、研究、社会貢献・国際

連携、学内運営、研究資金、病院臨床）があります。

このうち、研究の情報を中心に、教員ごとのウェブ

ページに装丁したものを研究者情報で情報公開して

います。また、研究者情報には、次のような特徴が

あります。

　◆毎月10万人以上のインターネットユーザにア

クセスされています。
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　◆海外からのアクセスの多くは研究者からという

分析が報告されています。

　◆国内の大学では最も網羅的に情報項目が構成さ

れ、他大学からも研究成果の発信に効果的な研

究者データベースであると評価されています。

　◆九州大学における約9割の研究者氏名（日本語） 
をGoogleなど有名な検索サイトで検索すると

上位にヒット（英語表記の場合は約7割）しま

す。

　◆学術論文や作品などの公開・保存を一元管理す

る「学術情報リポジトリ（QIR）」との連携によ

り、研究成果の効果的な情報発信ができます。

　◆XMLやCSVデータでバックアップを取ること

ができます。将来のプロモーション活動にも活

用できます。

○システムの運営体制について
　システムの基本的事項については大学評価委員

会、専門的事項の調査検討は大学評価専門委員会で

審議されています。運用や技術的案件および開発業

務はインスティテューショナル・リサーチ室が行っ

ています。教員の皆様からのデータ入力は、SSLで

保護されたウェブアプリケーションを使って作業で

きるようになっており、一括入力などの機能も備え

ています。また、インスティテューショナル・リ

サーチ室には、システム利用のヘルプデスク（平日

9：00から17：00）を置いており、システムに関す

る質問を電話で受け付けています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学 大学評価（大学評価情報システム）

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/hyoka-home/

selfeval/efforts/evalinfo/

・九州大学 大学評価情報システム（学内アクセス 

　のみ）

　https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/

・九州大学 研究者情報

　http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
　九州大学 インスティテューショナル・リサーチ室

　電話　092-802-2175

　メール　office@ir.kyushu-u.ac.jp

　http://www.ir.kyushu-u.ac.jp/

教育情報の公表

　学校教育法施行規則の一部改正（平成23年4月1

日施行）により、公表を行う必要がある教育情報の

項目が明確化されました。この改正の趣旨は、大学

が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を

果たすとともに、その教育の質を向上させる観点か
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ら、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の

一層の公表を促進することです。

○公表を行う教育情報について
　大学が公表すべきとされている項目は次のとおり

です。（学校教育法施行規則第172条の2第1項）

（１）大学の教育研究上の目的に関すること。

（２）教育研究上の基本組織に関すること。

（３）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位

及び業績に関すること。

（４）入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容

定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者

の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び

就職等の状況に関すること。

（５）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授

業の計画に関すること。

（６）学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定

に当たっての基準に関すること。

（７）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教

育研究環境に関すること。

（８）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に

関すること。

（９）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健

康等に係る支援に関すること。

　九州大学では、これらの項目を九州大学概要（年1

回刊行）やウェブサイト（下記URL）で公表すること

としています。

　また、上記の他にも大学は、教育上の目的に応じ

学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極

的に公表するよう努めるものとすることとされてい

ます。（学校教育法施行規則第172条の2第2項）

★もっと詳しく知るには
・教育情報（九州大学ウェブサイト）

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publication/education/

・文部科学省　学校教育法施行規則等の一部を改

正する省令の施行について（通知）

　 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/

nc/1294750.htm

◆問合せ先
・学務部学務企画課企画調査係　092-802-5928

FD（ファカルティディベロップメント）

ＦＤが注目される背景と高等教育政策

　「求められる大学教育の改善とどう向き合うか」、

ＦＤは、そのための回答の一つと言えます。少子化

や進学率の上昇、高等教育の国際市場化などの社会

の変化により、大学教育の改善、教育の質保証のた

めの積極的なアクションが必要になっています。

　「教育の質保証」は、最終的には輩出した学生の質

ということになりますが、その成果は非常に測りに

くいものです。よって、教育のプロセスや大学の教

育能力も教育の質保証の重要なファクターであり、

また、教育の改善活動の推進は、大学の自己改善能

力とＰＤＣＡサイクル稼働の重要な証左にもなりま

す。

　特に90年代以降の教養部廃止の流れの中で、多

くの大学で大学教育開発関連のセンターが設置さ

れ、ＦＤの実施を担当するようになっていました。

しかし、第三者評価が義務化された後も、必ずしも

大学教育の大きな改善はまだまだ進んでいない現状

があります。

1998年： 大学審議会答申※（1999年に省令で努

力義務）

2003年度：専門職大学院設置基準（実施義務）

2007年度：大学院設置基準（実施義務）

2008年度：大学設置基準（実施義務）
　※ 21世紀の大学像と今後の改革方策について
　　－競争的環境の中で個性が輝く大学－（答申）  

　そこで、国の政策面からも、ＦＤは、紹介や推奨

の段階を過ぎ、設置基準上も実施が義務付けられる

ようになりました。ここでいう義務とは、教員個人

が必ずＦＤ活動に参加しなければならないというこ

とではなく、機関としての大学組織が実施する義務

を負っているという意味です。

ＦＤの分類と特徴

　大学設置基準には、「大学は、当該大学の授業の

内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び

研究を実施するものとする。」（第二十五条の三）と

あり、この部分が、設置基準に記されたＦＤに関係

する唯一の記述と思われます。しかし、ＦＤという

語が指す意味の範囲は、一般的にもっと広く捉えら

れており、大学が教育・学習効果を高めるために組

織的に行う様々な取組という具合に、多少曖昧に理
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解しておいてよいでしょう。

　そのような多様な取組を、①教員の教育（授業及

び指導）能力の向上のための取組＜ＩＤ＞、②カリ

キュラム（教育課程）の開発（改善）のための取組＜

ＣＤ＞、③教育効果を高める組織の開発（改善）のた

めの取組＜ＯＤ＞、と3つに分類する方法がありま

す。

　ＩＤは、設置基準が指す内容のもので、授業や指

導法の改善を目指した取組で狭義のＦＤと言えるで

しょう。ＣＤは、カリキュラムなど組織的な教育に

関するもので、例えば、ＧＰ採択にいたるまでの部

局内の活動は、まさにＣＤの一つと言えるでしょう。

ＯＤは、組織そのものに関することで、学府・研究

院制度を活用した新たな教育組織の創出は、ＯＤの

典型でしょう。

Instructional 
Development：
教員の教育（授業及び指
導）能力の向上

授業評価、授業参観、
教材、シラバス、ＩＴ、
ティーチング技法 等

Curriculum Development：
カリキュラム（教育課程）
の開発（改善）

初年次教育、キャリア
教育、コースワーク、
プログラム開発 等

Organizational 
Development：
教育効果を高める組織の
開発（改善）

学部・専攻等の設置・
改組、大学教育セン
ター、講座制 等

Professional 
Development：
教員のキャリア構築

初任者、教員評価、研
究倫理、研究費、知的
財産、ハラスメント

　また別の視点から、教員のキャリア形成を支援す

る＜ＰＤ＞も広義のＦＤとして理解することができ

ます。

全学の体制・取組

［全学ＦＤ］
　全学に共通するＦＤは、教育担当理事のもと、学

務部担当部署や関係施設を中心に連携して企画し、

4月の新任教員研修のほか、本学の中期目標・中期

計画の推進に関連するテーマを選び、年に数回開催

されます。

［ 教育改革研究会］
　教育改革研究会は、教育改革企画支援室や学務部

担当部署を中心に企画し、教育改革に関する旬の

テーマについて、課題解決の契機とすることを目的

に年に数回開催されています。

部局の取組

　各学部・学府並びにセンター等の部局において、

ＦＤや教務関係の委員を中心に独自の課題に関する

ＦＤが行われています。開催回数は、部局により異

なり、年に数回、月に1回など様々ですが、合計す

ると年に70回前後開催されています。

　ＦＤの内容は、先に示した分類を用いると、おお

よそＩＤが40％、ＣＤが25％、ＯＤが10％、残り

がＰＤとその他となっています（全学ＦＤ委員会の

会議資料から）。その他の中には、認証評価や法人

評価への対応ということで、大学評価のための研修

会等も含まれています。

　ＦＤの形式は、外部の講師を招いた研修会形式、

もしくは授業評価やアンケートの分析など部局内の

検討会形式など、部局の課題やＦＤの目的に応じて

多様な形式が取られています。

★もっと詳しく知るには
・全学ＦＤのホームページ

　http://rche.kyushu-u.ac.jp/fd/index-fd.html

・教育改革研究会のホームページ

http://www.kyushu-u.ac.jp/education/er/meet.

html

◆問合せ先
　学務部学務企画課

　Tel　092-802-2288

　e-mail　gapspecial@jimu.kyushu-u.ac.jp

Q-Links （九州地域大学教育改善FD・
SDネットワーク）

　Q-Links（キューリンクス）は、Kyushu Learning 

Improvement Network for Staff Members in Higher 

Educationの略称で、「九州地域大学教育改善FD・

SDネットワーク」が正式名称です。このネットワー

クは、九州地域における大学教育の改善の推進、教

育活動の質の向上を目的としています。大学教育の

改善にはFD・SDの活動が重要です。そうした活動

が大学の枠を越えて連携されていくことを通じて、

「大学教育を語り合う」ネットワークが大学や教員、

職員を交えて構築されることを目標に置いています。

　これを読まれた方々が、「大学教育を語り合う」

ネットワークへ参加されることを願っています。
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○背景
　大学教育は、「大学全入時代」を迎えて新たな局面

を迎えています。それは、教員や職員が自身の能力

を向上しようと個別に努力するだけでなく、教員や

職員組織、そして大学全体というように、教育と組

織的に向き合うことが社会から強く求められている

局面といえるでしょう。

個々の大学は、自大学に

おけるFD・SD等の大学

教育を改善していくため

に、それらの資源を共有

し、連携・協力をはじめ

ています。

○内容
　具体的な展開としては、次のようなものが考えら

れています。

1. ネットワークに参加している各機関のFD・SD

情報を集約・公開する。

2. 各機関同士のネットワークを活用して、人的

ネットワークの構築もすすめ、特にFD・SDの

連携を充実させ、強化をはかる。

3. 入学前から学士課程・大学院課程までの学習・

教育に関し、他国、他大学の状況、関係官庁、

関係業界の動向などについて情報収集し、ネッ

トワークに参加している各機関へ提供する。

4. 学習・教育改善に資する教職協働型（教育活動

の質的向上という目標のもとで教員と職員が協

力する）研修プログラムを開発・実施する。

○効果
　ネットワークを構築する活動を通じた、1. 「コミュ

ニティ」形成、2. 教学リーダーの養成、3. 九州地区

の地域連携強化、4. 教職協働型の研修モデル開発な

どの取組が、大学教育の改善を推進する原動力と

なっていくことが期待されています。

○今後の展開
　2009年度に始まったQ-Linksは、2014年度から

ネットワークに参加する各大学等の協力を得て、新

たな運営体制で再出発しました。

　ウェブサイトを通じた情報提供をはじめ、ネット

ワークの参加校や全国の賛同者とのFD・SD 情報の

共有、FD・SDとしての研修プログラムの開発・実

施など、学習・教育の改善に向けた取組みを行い、活

動の質的成熟に向け、協働して取り組んでいきます。

★もっと詳しく知るには
　 Q-Links Website・・・

http://www.qlinks.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
　 九州地域大学教育改善FD・SDネットワーク事

務局（九州大学学務部内）

　info@qlinks.kyushu-u.ac.jp

　tel：092-802-5916　fax：092-802-5990

広報活動

　本学は、Webサイトや印刷物等を通じて、日々膨

大な量の情報を発信していますが、これらの情報の

発信者が九州大学であることが一目でわかるよう

に、視覚的に一貫性のあるブランドイメージを与え

る必要があります。そこで、シンボルロゴ、名刺や

プレスリリースの様式等を統一して、日々の情報発

信に使用しています。

マスコミ各社を通じた情報発信
　広報室では、九州大学記者クラブ（15社）などマ

スコミ各社に対して、主に下記の方法で情報提供を

行っています。また、海外への情報発信を強化する

ため、併せて英語によるプレスリリースを推奨して

います。プレスリリースを検討されている場合や報

道に関するご質問等がありましたら、早めに広報室

までご連絡ください。

　プレスリリースの方法やこれまでのプレスリリー

スの内容は九州大学Webサイトでご確認ください。

＊総長との記者懇談会（定例）
　原則毎月（８月を除く）開催する定例会見で、総

長、理事・副学長及び説明者（担当者）から九州大学

記者クラブに対して、九州大学の新しい取組や先進

的な研究、学生の活動、各種イベント等についてお

知らせします。また、記者からのさまざまな質問等

に答える機会でもあります。懇談会で発表した内容

は、文部科学記者会や九州内の各県新聞社等へも資

料提供を行っています。

＊E-mail及びFAXによるプレスリリース
　随時、E-mail及びFAXにより、九州大学記者クラ

ブへのプレスリリースを行っています。

　（ 例：九州大学の新しい取組、各種イベントの開

催、入試情報、新部局長の決定通知、訃報通知

　など）
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＊記者会見（説明会）
　記者からの質問が多数あると想定される場合や 

E-mail及びFAXのみでは正確な情報が伝わらない恐

れがある事案等については、随時、記者会見（説明

会）を行っています。 

　（ 例：研究成果発表、協定締結、各種式典、事件・

事故　など）

【研究成果に関する記者説明会】
　研究成果に関するプレスリリースは、社会

的関心が高く、記者の注目度も高いものです。

　その内容について記者に十分に把握いただ

くためにも、できるだけ記者説明会を開催し

てプレゼンテーションを行なっていただくこ

とをお願いしています。せっかくの素晴らし

い研究成果であっても、記者がその内容を把

握できなければ、なかなか報道につながりま

せんので、専門的な表現を避け、可能な限り

わかりやすい説明をお願いします。

ＵＩ（ユニバーシティ ･アイデンティティ）
　ＵＩとは、ユニバーシティ ･アイデンティティの

略語です。大学が自らのアイデンティティを確立し、

それを学内外に表明することで、社会における役割

や個性を明確にし、正しい認知を促し、良いイメー

ジを訴求する一連の活動を指します。 

　ＵＩはシンボルやロゴタイプなどの視覚的な要素

と、運営方針や戦略といった目に見えない要素から

成り立っています。これらは言わば車の両輪であり、

歩調を合わせて展開していく必要があります。近年

では、目に見えない要素を視覚化することによって、

メッセージを的確に伝え、学内外のコミュニケー

ションを活性化させることを目的に、多くの大学で

さまざまな取組が行われています。

＊シンボルロゴ
　2006年1月11日開催の広報専門委員会、また同

年1月23日開催の部局長会議において、芸術工学研

究院・芸術工学府・芸術工学部、広報室からなるＵ

Ｉプロジェクトチームから、ロゴタイプ（九州大学

の文字）及びシンボルロゴ（シンボルとロゴタイプの

組み合わせ）の提案がなされ、了承されました。

　制定されたシンボルロゴは、「ロゴタイプの明確

さ」、「使いやすさ」、「国際性」のコンセプトや、学

内外750人以上に行ったアンケート調査の結果など

を基に作成されました。シンボルロゴには5つの組

み合わせタイプがあり、九州大学が発信するさまざ

まなメディアで使用しています。（原則としてシン

ボルのみの使用はせず、常に5タイプのいずれかを

使います。）

　九州大学の教職員・学生、同窓会、後援会等並び

にその関係者が、アイデンティティとして、九州大

学シンボルロゴを使用することについては、原則と

して認めており、九州大学Webサイトより使用申

請ができます。なお、商業目的の使用は原則として

許可していませんが、例外的に使用する際には別途

契約を必要とします。

＊ＵＩ名刺
　【ＵＩ名刺の作成について】
　本学の教職員が大学の業務上使用する名刺につい

ては、「九州大学シンボルロゴ」を使用したもの（Ｕ

Ｉマニュアルに基づくもの。以下「ＵＩ名刺」とい

う。）であれば大学経費で作成することができます。

大学経費による名刺作成の申し込みは、九州大学

Webサイトの発注依頼ページからのみ受け付けま

す。それ以外の方法での発注依頼は受け付けません。

　経費負担の対象者は、本学の教職員を原則としま

す。ただし、事務補佐員、派遣職員などで本学の業

務上名刺を使用する必要がある場合は、使用者の業

務等を所属部局で勘案の上、作成することができま

す。

　なお、ＵＩマニュアルに基づかない名刺や大学の

業務に関係のない情報が記載されたもの及び指定の

印刷業者（1社）以外へ発注されたものについては、

大学経費による作成はできません。 
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　【ＵＩ名刺の使用について】
　大学経費で作成したＵＩ名刺は、大学の業務（教

育・研究、社会貢献、広報、管理・運営など）に限っ

て使用することができます。

★もっと詳しく知るには
・プレスリリース方法について（学内限定）　

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-

relations/pressrelease/

・シンボルロゴ･ＵＩ名刺について

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publicity/logo/

・シンボルロゴ使用申請ページ（学内限定）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/internal/public-

relations/ui/

・ＵＩ名刺発注依頼ページ（学内限定）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-

relations/ui_card/about/

・ＵＩマニュアル

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publicity/logo/index_manual/

◆問合せ先
　九州大学広報室

　Tel: 092-802-2130/2131/2132

　e-mail: koho@jimu.kyushu-u.ac.jp

　※ＵＩ名刺の発注・注文については

　　所属部局の用度担当係へ。
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●移転の経緯
　九州大学は、専門教育と全学教育の統合・連携な

どの教育研究上の要請とキャンパスの老朽・狭隘改

善を含めた安全性等の確保のために、1991（平成3）

年10月、福岡市西区元岡・桑原地区、前原市及び

志摩町（H22年1月より糸島市）にまたがる新（伊都）

キャンパスへの統合移転を決定し、「時代の変化に

応じて自律的に変革し、活力を維持し続ける開かれ

た大学の構築」と「それに相応しい研究・教育拠点の

創造」をコンセプトに、「アジアを重視した世界の拠

点大学」、「日本を代表する基幹総合大学」、「都市と

共に栄え、市民の誇りと頼りになる大学」を目指し

て整備を進めてきました。

●伊都キャンパスの概要
　伊都キャンパスは、東西約3㎞、南北約2.5㎞、

275ヘクタールの広大な敷地です。博多湾の西、糸

島半島のほぼ中央に位置しており、福岡の中心、天

神から約15㎞、公共機関で約40分の距離にありま

す。

　都市の近郊という利便性を持ちながら、玄界灘に

望む豊かな自然が残された静謐な環境にあります。

また、ここは、古くから朝鮮半島などからの往来が

盛んであったことを示す遺跡が数多く存在する歴史

ある地域です。

●移転整備計画
　この伊都キャンパスに、箱崎地区（文系、理学系、

工学系、農学系等）、六本松地区（全学教育等）、原

町地区（附属農場）の3キャンパスを統合移転し、人

口約2万人、床面積約50万㎡の施設を計画していま

す。

　2001（平成13）年3月には、長期にわたるキャン

パスづくりを一貫して行うための指針である「九州

大学新キャンパス・マスタープラン2001」をまと

め、これに沿って各地区の基本設計、建築設計、建

物工事を進めています。

●移転スケジュール
　移転の第Ⅰステージとして、2005（平成17）年及

キャンパス移転計画

大規模事業
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び2006（平成18）年には、工学系の学生・教職員約

5千2百人が移転を完了しました。

　移転の第Ⅱステージとして、2009（平成21）年4

月には、全学教育、比較社会文化学府・研究院及び

言語文化研究院の学生・教職員、同年10月には数

理学府・研究院等の学生・教職員、併せて約5千6

百人が移転して、生活支援施設関係者等を含めて1

万2千人が集う九州大学で最大のキャンパスとなっ

ています。

　移転の第Ⅲステージとして、2015（平成27）年10

月には、理学系の移転が完了しました。今後、文系、

農学系等が2018（平成30）年までに順次移転を完了

する予定です。

●学術研究都市構想に基づく伊都キャンパス周辺の
まちづくり
　伊都キャンパス周辺では、伊都キャンパス誕生に

あわせてＪＲ九大学研都市駅が開業するなど、九州

大学学術研究都市構想に基づくまちづくりが進んで

います。

　伊都キャンパスの隣接エリアである元岡地区で

は、土地区画整理事業による拠点づくりが進められ、

地区内に大学等の知の集積とポテンシャルを活用し

た福岡市産学連携交流センターやアイキューブオペ

ラ（ I ³OPERA）を開設するなど、産学官連携による共

同研究が盛んに行われています。さらに2012（平成

24）年春には学生の住まいの供給が始まり、今後、

民間企業の研究施設や商業施設の建設が予定される

など、キャンパス周辺のまちづくりとして着実に整

備が進んでいます。

　また、キャンパス南口に位置する泊カツラギ地区

（糸島市）などでも、学生の住まいや研究所施設用地

の整備が着々と進められています。

●箱崎キャンパス跡地利用計画
　移転後の箱崎キャンパス跡地の計画的なまちづく

りと円滑な跡地処分に向けて、2012（平成24）年に

は、その基本的な枠組みを検討することを目的とし、

「九州大学箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョン検

討委員会」が設置され、2013（平成25）年2月に、福

岡市長と九州大学総長に箱崎キャンパス跡地利用将

来ビジョンを提言しました。

　箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョンの実現のた

め、跡地利用に関して必要な事項を連絡、協議する

ことを目的に、「箱崎キャンパス跡地利用協議会」が

設置され、箱崎キャンパス跡地のまちづくりの考え

方や土地利用の方針等について協議を行い、平成27

年3月に「九州大学箱崎キャンパス跡地利用計画」を
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策定しました。

★もっと詳しく知るには
・九州大学伊都新キャンパス情報

http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/

・箱崎キャンパス跡地利用計画情報

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

campus/plan/hakozaki/

◆問合せ先
・企画部統合移転推進課　092-802-2442

・キャンパス計画室　092-802-2096

・施設部整備計画課　092-802-2082

九州大学基金

　九州大学基金は、本学がグローバル化する世界の

学術リーダーとして、「知の新世紀を拓く」拠点の構

築を目指し、世界中の人々から支持される質の高い

高等教育を一層推進し、また、より善き知の探求と

創造・展開の拠点として、人類と社会に真に貢献す

る研究活動を促進していくため、本学の教育研究、

診療等に対する支援とその環境の更なる整備・充実

を図ることを目的とし、2011年に設置されました。

○九州大学基金支援助成事業
　－次代を担う若者を育てるために－
　九州大学基金では支援助成事業を展開し、国内外

の様々な分野においてリーダーシップを発揮できる

高い専門性と広い教養を身に付けた高度な人材を育

成します。また、本学と卒業生・同窓会、産業界、

地域との情報交換を積極的に促進するための事業に

も本基金を活用することとしています。

１．学生支援助成事業
　学生支援助成事業の支援実績

支援助成事業名 H27 H26 H25 H24

山川賞 10 8 11 6

博士課程学生の研究
奨励金 5 7 6 2

学生の独創的教育・
研究・社会貢献活動
支援

22 26 34 28

海外留学渡航支援 39 57 62 62

学生の国際会議等参
加等支援 87 56 70 56

課外活動支援 12 8 5 8

利
リ ア キ

章奨学金 3 3 2 3

※山川賞　山川健次郎初代総長の名を冠した賞で

あり、九州大学教育憲章が指向する、人間性、

社会性、国際性、専門性に対して優れた志を持

ち、学業成績が優秀な学生を選考し、奨励金を

給付するものです。

（対象：2・3年次の学部学生、奨励金：年額100

万円、原則所属学部の最短修業年限まで支給）

２．教職員等支援助成事業

　教職員等支援助成事業の支援実績

支援助成事業名 H27 H26 H25 H24

若手教職員の長期海
外派遣支援 3 2 3 4

若手事務・技術職員
の能力開発 11 7 4 3

教職員の海外派遣等
支援 4 9 11 19

教材・ソフトウェア
等開発、コンテンツ
整備等支援

− 1 2 3

社会との連携活動支
援 2 8 5 7

平成28年度の支援助成事業の詳細は、九州大学

基金ウェブサイトよりご覧ください。

　また、教職員を対象とした支援助成事業への申

請資格者は、百周年記念事業または九州大学基金

への寄附実績のある者（一定額以上）とします。

３．卒業生支援助成
　卒業生・同窓会等との連携活動支援
　卒業生との緊密なネットワークの形成や同窓会活

動を活性化するための経費等を支援します。

○九州大学基金への寄附
　－未来をつくる若者たちのために－
　教育・研究・診療等の環境整備を充実し、優秀な

人材を継続的に輩出していくためには、十分な資金

が必要です。九州大学基金は、教職員、卒業生、企

業など、各方面からのご支援により財政基盤を確立

し、支援助成事業を展開していきます。
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＊九大会員のご案内
　－�九大から未来をご一緒につくっていただけませ
んか？－

１． 九大会員について
　九大会員は、クレジットカード決済により、年額

1,000円以上を継続的にご支援くださる方及び、所

定の額（1万円以上）をご寄附いただいた方に対する

会員制度です。

２． 九大会員証
　九大会員（個人会員）の皆様には「九大会員証」を

発行しています。

　九大会員証を提示することで、学内施設等の利用

に関する特典や本学と提携しているホテル等から提

供いただいた特典を利用できます。

＊寄附の方法等
１．寄附の金額
　額の多少にかかわらずご寄附いただけます。なお、

１回のご寄附は、事務手続きの都合上、1,000円以

上（クレジットカードにより継続的にご支援いただ

く場合は年額1,000円以上）でお願いしています。

２．寄附の方法
　寄附には、以下の方法があります。パンフレット、

振込用紙等を用意していますので、総務部基金事業

課へお問い合わせください。

（1）クレジットカードによるご寄附

（2）指定金融機関からのご寄附

（3）ＡＴＭ・インターネットバンキングによるご寄附

（4）遺贈によるご寄附

３．領収書
　ご寄附を受領後、本学から寄附者様あてに領収書

をお送りさせていただきます。クレジットカード決

済により継続的にご支援いただいている皆様には、

１年分合計額の領収書を翌年2月上旬にお送りいた

します。領収書は、確定申告の手続き等に必要です

ので、大切に保管していただきますようお願いいた

します。

４．税の優遇措置
　九州大学基金（国立大学法人九州大学）への寄附金

は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附

金として、財務大臣から指定されています。

　また、自治体の条例で本学への寄附金が控除対象

として指定されている場合、寄附された翌年の1月

１日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税の

寄附金税額控除が受けられます｡ 本学は、福岡県、

福岡市、糸島市などから指定を受けています。その

他の自治体については、各自治体の税務担当課へお

問い合わせください。

　なお、控除を受けるためには、「寄附金領収書」を

添えて、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。

５．特定資金
　寄附者から使途を特定された寄附金については、

特定資金としています。

　現在、以下の3つの使途特定プロジェクトが進行

中です。

（1） 法科大学院六本松プロジェクト

　九州大学法科大学院を六本松九大跡地に平成29

年10月に移転する計画を進めており、六本松にお

ける本学の法曹養成教育をより一層充実したものと

することを目的としたプロジェクトです。

（2） 芸工50周年プロジェクト

　昭和43年に新設された芸術工学が平成30年に50

年を迎えるにあたり、「芸術工学50周年事業基金」

を創設し、これまでの「芸術工学」の50年の歩み、

成果を広く発信し、一層の飛躍発展を願うものです。

（3） 歯学部創立50周年記念プロジェクト

　平成29年に九州大学歯学部が50周年の節目を迎

え、50周年記念事業を実施し、この記念事業を弾み

にして魅力ある歯学部の今後の発展と社会への貢献

に邁進するため寄附を募るプロジェクトです。

★もっと詳しく知るには
・九州大学基金ウェブサイト

http://kikin.kyushu-u.ac.jp

◆問合せ先
・総務部同窓生・基金課　TEL: 092-802-2150

　e-mail:k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp
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　国立大学法人である九州大学の予算は、本学が定

める年度計画に沿って実施する教育・研究・診療等

において、資金面での拠となるものです。

　

　本学における予算の特徴としては、伊都新キャン

パス統合移転事業を展開しているため、施設整備費

が多額であることがあげられます。

★もっと詳しく知るには
・FINANCIAL　REPORT（財務レポート）

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publication/report/

◆問合せ先
・予算について

　財務部財務企画課総括予算係　092-802-2341

決算

　国立大学法人は、「国民の税金」である運営費交付

金、学生の授業料、附属病院の収入、外部資金等を

運営資金として国から負託された教育研究診療等の

業務を行っています。そのために、国民その他の利

害関係者に対し、財政状態や運営状況に関する説明

責任を果たすとともに、自らの財政状況を客観的に

把握する観点から、国立大学法人会計基準等に従い

会計及び決算を行っています。

○決算の実施 
　本学では月次決算、中間決算、期末（年度末）決算

を実施しています。国立大学法人の会計は発生主義

をとっており、教職員が物品の購入等を行った場合

はその事象の発生した月にすみやかに手続きを行う

こととされています。（「『国立大学法人会計基準』及

び『国立大学法人会計基準注解』報告書」）

　注意！　 毎月の手続きの締切日については、所属

部局の会計担当係から連絡があります。

○決算の公表
　国立大学法人は毎事業年度、財務諸表等を作成し

当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提

出し承認後、官報に公告し、ホームページ等でも広

く一般に公表することが義務付けられています。ま

た、国立大学法人の財務諸表等は、検証可能な形で

作成し、公表しなければならないとされています。

　注意！　 研究費を使用するに当たっても、この点

に留意する必要があります。

予算

財務
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○決算の分析
　本学では、財政状態や運営状況の把握や改善に資

するため本学の対前年度との比較分析を行うととも

に、全国における本学の位置付けを把握するため他

大学との比較分析を行い、学内の会議等で報告して

います。

★もっと詳しく知るには
・九州大学の財務諸表等

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publication/financial_statements/

・FINANCIAL REPORT（財務レポート）

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

publication/report/

◆問合せ先
・決算について

　財務部決算課決算総括係　092-642-4484
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　九州大学の学士課程教育（いわゆる学部段階の教

育）の授業科目は大きく「基幹教育科目」と「専攻教育

科目」に分けられ、基幹教育と専攻教育とは有機的な

連関のもとで4年（医学部医学科・歯学部・薬学部臨

床薬学科は6年）一貫の教育として行われます。専攻

教育は、専門性を高めるべく各学部・学科の責任で

実施される一方で、基幹教育は、本学の総合大学と

しての機能を活かす形で、すべての研究院、研究所、

学内共同教育研究センター、先導的学術研究センター

等の教員が全学的に協力し一体となり実施していま

す。（※詳しくは基幹教育の項を参照してください。）

　基幹教育科目と専攻教育科目については、学部・

学科ごとに履修すべき科目や単位数が定められてい

ます。

　平成5年度までは、教養部において教養課程（医・

歯学部は進学課程）の所定の単位を修得し、専門課

程（学部）に進学していましたが、教養部廃止後は、

学士課程を「一貫」教育と位置付け、今日のシステム

を構築しています。

教育課程の変遷
～ 平成５年度

教育課程
「教養課程」 「専門課程」

－（進学）→
教育内容 一般教育 専門教育
実施組織 （教養部） （各学部）

➡
現在

「学士（一貫）課程」

基幹教育 ＋ 専攻教育
（全学）　　  （各学部）

★もっと詳しく知るには
・教育課程の概要

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/class/

curriculum/summary/

◆問合せ先
・基幹教育について

　学務部基幹教育課　092-802-5941

・教育課程全般について

　学務部学務企画課　092-802-2288

基幹教育（平成26年度以降入学者）

　九州大学は「九州大学教育憲章」に示す「人間性の

原則」、「社会性の原則」、「国際性の原則」及び「専

門性の原則」にたち、「日本の様々な分野において指

導的な役割を果たし、アジアをはじめ広く全世界で

活躍する人材を輩出し、日本及び世界の発展に貢献

する」ことを目指しています。また、中期目標にお

いては、教育憲章に掲げる使命と理念を達成するた

めに、「豊かな教養と人間性を備え、世界的視野を

もって生涯にわたり高い水準で能動的に学び続ける

指導的人材を育成する」としています。

　これらを念頭に、九州大学では、新たな知や技能

を創出し、未知な問題を解決していく上での幹とな

る「ものの見方・考え方、学び方」を育む基幹教育を

行い、生涯にわたって自律的に学び続けるアクティ

ブ・ラーナーの育成を目指し、平成26年度入学者

から基幹教育カリキュラムを開始しました。

　基幹教育のカリキュラムは、初年次〜学部〜大学

院〜社会へと続く学びの成長を支持する幹をつくる

体系として構成され、専門領域に閉じることなく、

価値観の異なる他者との間で多様な知を交流させ、

新たな知を創造していく「他者や状況に開かれた」発

想対話型の学びや、躓きや失敗から学ぶ「過程を重

視した教育」を重視しています。

　また、基幹教育カリキュラムは、各学部が掲げる

人材育成像に立脚した学位プログラムとの整合性を

もって編成され、学部専攻教育との相互作用により

専門性の深化を図ります。

○構成
　基幹教育カリキュラムの構成は次のとおりです。

　基幹教育セミナー、課題協学科目、言語文化科目、

文系ディシプリン科目、理系ディシプリン科目、健

康・スポーツ科目、総合科目、高年次基幹教育科目

○履修方法
　基幹教育科目は、全学部において学部1年次に36

単位を修得することとしており、学部2年次以降は

12単位の修得を目安として各学部で設定しています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学ホームページ　基幹教育院

九州大学の学士課程教育

教育
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http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
・学務部基幹教育課基幹教育教務係

　092-802-5941

全学出動体制

　基幹教育の授業は，本学の教育の基盤であるため，

専攻教育との有機的な連関のもとに全学が一体と

なって実施されており，その充実のためには、全て

の教員の協力が不可欠です。

○現在の状況
　大学設置基準の大綱化に伴い、それまで教養教育

を担っていた教養部が平成6年に廃止されました。

教養部廃止に伴い、各部局に所属することとなった

旧教養部の教員数（分属数）に基づく担当コマ数の算

出方法、及び医療技術短期大学部及び九州芸術工科

大学との統合時において定めた学生数に基づく算出

方法では不均衡が生じておりました。平成26年度

入学者からの基幹教育カリキュラム開始に伴い、こ

れまでの算出方法を改め、平成25年度に研究院等

毎の所属教員数に応じて割り振りを行う全学出動体

制の基本方針を定めました。なお、一部の科目にお

いては、教育の質保証のために、科目内容に応じ、

一部の研究院等に事前に割り振りを行っています。

また、中期目標に掲げる「豊かな教養と人間性を備

え、世界的視野をもって生涯にわたり高い水準で能

動的に学び続ける指導的人材の育成」に向けて、新

たな視点で教養教育を実施する組織として平成23

年10月に基幹教育院が設置されました。基幹教育

カリキュラム充実のため、基幹教育院の総括による、

この基本方針に基づいた、全学出動体制の構築を

図っています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学ホームページ　基幹教育院

http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/

◆問合せ先
・学務部基幹教育課基幹教育教務係

　092-802-5941

全学教育（平成25年度以前入学者）

　平成25年度以前の学部入学者には、全学教育が

行われます。

○�総合選択履修方式による履修（平成25年度以前入
学者を対象）

　総合選択履修方式とは、平成25年度以前の入学

者を対象に開講されるすべての全学教育科目と他の

学部・学科（所属する学部・学科においては一部の

場合あり）で開講される専攻教育科目の中から科目

を選択して履修するものです。この方式により、上

述の全学教育科目に加えて、学生は全在学期間を通

じて、他学部・学科の専攻教育科目を、自己の判断

により選択して履修することが可能です。これによ

り、学生がより幅広く深い教養を培うことができる

教育を実現するものとします。

チャレンジ21

●チャレンジ21とは
　チャレンジ21は、学際性又は国際性の涵養等に

係る学部共通の教育課程を展開することにより、学

生の自主的、自立的な修学を図り、専門性を基盤と

した新たな視点に立つスペシャリストを養成するこ

とを目的とした履修コースで、「学際コース」と「国

際コース」の2つのコースが設置されています。

　「学際コース」は、さらに「人文学」、「教育学」、「法

学」、「経済学」、「理学」、「芸術工学」の6つの領域

に分かれています。学生は、自分が所属する学部の

卒業要件を満たしながら、それに加えて各領域を担

当する学部が提供する授業科目を修得し、自分の専

門性に加えて、もう一つの専門性の獲得を目指す履

修コースとなっています。

　「国際コース」は、本学の交換留学制度や短期語学

プログラム制度を活用し、海外の大学の学習経験を

踏まえ、帰国後は、留学生センターが提供する留学

生のための講義を留学生と一緒に学習したり、留学

中の修得科目を21世紀プログラムが提供する科目

によって認定を受けるなどして、国際感覚を高める

履修コースとなっています。

　これらの履修コースの修了条件を満たしたと認定

されれば、卒業時に学生が所属する学部の学位記に

加えて、「チャレンジ21修了証」が授与されます。
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○チャレンジ21のコースの特色

★もっと詳しく知るには
・教育プログラム『チャレンジ21』　

http://rche.kyushu-u.ac.jp/c21/

◆問合せ先
・学務部学務企画課学務情報係　092-802-5939

九州大学の大学院教育

　九州大学の大学院教育は、学府（他大学の研究科

に相当）を単位に行われます。（※制度について、詳

しくは、「学府・研究院制度」の項を参照してくださ

い。）また、学府共通の科目として、大学院基幹教育

科目が開講されており、本学の大学院教育の特徴の

一つとなっています。（※詳しくは、「大学院基幹教

育」の項を参照してください。）

　九州大学の大学院には、18学府、4専門職学位課

程があり、学位は、修士課程（博士前期課程）修了者

及び一貫制博士課程において修士課程の修了に相当

する要件を満たした者に修士を、博士後期課程（3年

制）、一貫制博士課程（5年制）、博士課程（4年制）の

修了者に博士を、また専門職学位は、修士（専門職）

及び法務博士（専門職）を授与しています。

★もっと詳しく知るには
・九州大学学位規則

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

◆問合せ先
・大学院の学位について

　学務部学務企画課教務係　092-802-5935

大学院基幹教育

　大学院基幹教育は本学で学ぶ大学院生を対象に開

講するもので、基幹教育院の統括、全学の協力によ

り運営がなされ、平成27年度から一部科目の開講

を始めており、本年度から本格実施することとなり

ました。

○理念
　大学院基幹教育は、大学院における専門教育で培

われる確かな学問体系とともに、高度で広範な視野

と思考力を身に付けることで自由な発想と柔軟な思

考で創造的・批判的に現代社会が抱える問題・課題

に取り組み建設的な解決策を創出できる人材の養成

を目指します。学士課程における基幹教育と同じ考

え方に基づき、「学びの幹」として磨いてきた「もの

学
際
コ
ー
ス

人文学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 人文学
の基礎知識・観点の修得

教育学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 教育学
の基礎知識・観点の修得

法学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 法学の
基礎知識・観点の修得

経済学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 経済学
の基礎知識・観点の修得

理学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 理学の
基礎知識・観点の修得

芸術工学 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 芸術工
学の基礎知識・観点の修得

国際コース 自らの専門 ＋ 広い教養 ＋ 留学経
験・国際感覚

年限

4
博士課程
(医･歯･薬
(臨床))

5（3） 3
博士後期
課程 一貫制

博士課程

博士後期
課程（後
期のみ）

　

4（2） 2

3（1） 1

2 学士6 修士
課程

博士前期
課程

 
専門職学位
課程 学士課程

(6年制)
1 学士5

学士4 学士4 学士課程（４年制）

※1　ここでの年限は標準年限
※2　 専門職学位課程の標準修業年限は2年（法科大学院にあっては3年）

大学院の教育課程



Kyushu University34

の見方・考え方・学び方を学ぶ力」、「真理を求め、

自律的に学び続ける態度」をさらに高めるものです。

○目的
　基幹教育を教育の根幹に据えることによって、自

律的に学習し続ける主体としての「アクティブラー

ナー」を育成することを九州大学は目標としていま

す。この目標のためには基幹教育は学部教育で閉じ

るものであってはなりません。初年次基幹教育、高

年次基幹教育と連携しつつそれを継承し、発展させ

る必要があります。学びの根幹としての基幹教育は

大学院教育においても重要な役割を果たさなくては

なりません。

　大学院教育の重

点は、もちろん各

専攻における専門

教育にあります。

それゆえ大学院に

おける基幹教育

は、専門教育と相補的な役割を果たすべきでありま

す。この考えに基づき、大学院基幹教育の中心とな

るべき「基幹科目群」では、汎用的な能力を開発する

こと、また将来の高度な知識を持った職業人、ある

いは研究者・教育者にとって必要な知識・技術の基

盤を提供することを目的とします。それは基幹教育

の仕上げであるような高いレベルのリテラシー教

育、いわば「ハイエンドリテラシー」教育を目指して

います。

　学士課程における基幹教育と同様に、大学院基幹

教育においても座学を中心とした単なる知識の伝授

を避け、双方向的で学生のアクティビティを中心と

した新しいタイプの科目を開講します。高度な専門

性を身につけつつある大学院生が、自分と異なる専

門分野の学生と協同して学習に取り組むことで、多

様な観点を統合して問題を発見し解決する方法や能

力を実践的に身につけることが可能となります。分

野にとらわれない普遍性のある能力を開発し、複雑

な問題の多面的な理解を目指しながら、専攻におけ

る研究の遂行・発展にも実践的に役立つ科目群を用

意します。教員が（研究室での活動との有機的・補

完的な有用性に着目し）履修することを指導する学

生に推奨するような科目を目指します。

○構成等
　大学院基幹教育は、理念・目的に則したその中心

となる科目による「基幹科目」群とセンターや学府等

からの自主開講科目による「展開科目」群により構成

されます。

　自主開講科目については、開講の申し出に基づき、

審査のうえ展開科目群に位置付けられることとなり

ます。（開講に係る経費、人的支援等は原則として

講義提供者の負担となります）

　開講の申し出については、前期分は前年度の１月

末まで、後期分は当該年度の７月末までとしていま

す。手続き等については問合せ先まで照会願います。

　なお、開講にあたっては、5，６限や土・日曜日

の集中講義など大学院生が履修しやすい時間帯に授

業を設定するよう努めています。

★もっと詳しく知るには
　大学院基幹教育ホームページ：

http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/campus_life/

gs/index

◆問合せ先
　学務部学務企画課教務係　092-802-5935

　gapkyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

教育の国際化

　「留学生30万人計画」実施に向けて、文部科学省

が平成21年度から開始した「国際化拠点整備事業

（グローバル30）」に九州大学が採択されて以降、本

学ではさらなる教育の国際化が進み、大学一体と

なって、留学生の募集から企業への就職を含む出口

支援までの一貫した事業を推進し、アジアを代表す

る世界的研究・教育拠点大学としての機能を強化す

る取組を行ってきました。グローバル30事業は平

成25年度で終了しましたが教育国際化の取組は継

続しており、平成26年度に採択された「スーパーグ

ローバル大学創成支援事業」により、本学は更なる

国際化を推進していきます。この事業では、留学生

増とともに、海外へ派遣される日本人学生増も目標

の一つとなっています。

○教育の国際化促進
　次のような施策により、平成35年度までに平成

20年度現在の約4倍となる4,700人の留学生受入れ

を目指します。

（１）2学部及び全大学院に国際コースを設置
　平成27年10月1日現在、学士課程では、工学
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部、農学部の2学部、大学院課程では、法務学府

（法科大学院）を除くすべての大学院（17学府）で、

英語による教育だけで学位が取得できるコースを

計64コース開設しました。

（２）留学生の受入体制を整備
　サポート業務や宿舎の充実など留学生の受入体

制を整備するとともに、地域との連携による支援

体制も充実させます。

○教員の英語による指導力の向上
　全学的な国際コースの開設に伴い、今後さらに英

語による教育の機会が増加していくことが予想され

る中で、講義を担当する本学教員の「英語による教

授能力」の向上を図るため、下記の事業を実施して

います。

＊�「英語による教授能力」向上のための研修プログラム
　リーズ大学（イギリス）において実施する2週間の

研修プログラム（3月頃に実施。参加者10名程度）

○海外オフィス
（１）海外オフィス（当該地域において活動を行うた

め市中にオフィスを設置しているもの）

（２）ブランチオフィス（主に当該大学との連携強化

のため大学内にオフィスを設置しているもの）

＊海外オフィス
①ロンドンオフィス、②カリフォルニアオフィス、

③ミュンヘンオフィス、④ソウルオフィス

⑤北京事務所、⑥ワシントンＤ．Ｃ．オフィス、

⑦カイロオフィス、⑧ハノイオフィス、

⑨台北オフィス

　（活動内容）

　活動内容はそれぞれ異なりますが、主に、優秀

な留学生の受入れ拡大に向けた広報活動や海外の

教育・学術研究動向の収集、本学教職員・学生に

対する現地での活動支援などを行っています。

　カリフォルニアオフィスでは、本学学生の短期

語学研修等を実施しています。また、北京事務所

では、遠隔会議システムを用いた現地面接試験に

も利用できます。

＊ブランチオフィス
①ガジャマダ大学内ブランチ・オフィス（インド

ネシア）、②マヒドン大学内ブランチ・オフィス

（タイ）

　（活動内容）

　本学と当該大学との教育・研究面でのコーディ

ネートや優秀な留学生獲得のための広報活動など

を行っています。

○留学生の受入
　九州大学は、海外の学生交流協定等に基づき、国

費留学生制度、短期留学プログラム等により多くの

留学生を受け入れています。

　また、外国人留学生・研究者サポートセンターに

よる留学生の受入支援を行っています。
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 ＊留学生の受入人数
　87カ国・地域から、2,231名の留学生を受け入れ

ています（平成27年11月1日現在）。

＊国費留学生制度
　国費留学生制度とは、文部科学省が世界各国からの

留学生の受入れを促進するために創設した制度です。

　この制度への申請方法は、大使館推薦、大学推薦、

（新たに海外から留学する者）、国内採用（九州大学

に在籍中の私費留学生）の3つがあります。

＊短期留学プログラム
（１）九州大学短期留学プログラム（JTW：Japan in 
Today’s World）
　留学生センターでは、平成6年度から海外の大

学に在籍する学生を対象とした短期留学プログラ

ム（JTW）を実施しています。本プログラムの期間

は10 ヶ月又は1学期で、日本における人文科学、

社会科学及び自然科学等の各分野について英語に

よる授業を実施するとともに、専門分野での自主

研究の場も提供しています。

　主に、大学間学生交流協定校からの交換留学生

を受け入れています。

（２）日本語・日本文化研修コース（JLCC：Japanese 
Language and Culture Course）
　留学生センターでは、平成12年度から外国の

大学（学部）に在籍する学生を対象にした日本語・

日本文化研修コース（JLCC）を実施しています。

　コース期間は1年間で、国費外国人留学生（大

使館推薦及び大学推薦）及び学生交流協定に基づ

く短期留学生（私費）を日本語・日本文化研修生と

して受け入れています。

（３）九州大学サマープログラム（ATW：Asia in To-
day’s World）
　アジアの将来を担うリーダーの育成に寄与する

ことを目的として実施している約7週間のサマー

プログラムです。日本事情、文化を通してアジア

を見るアジア研究コース（英語で授業を実施）、日

本を実地に体験する見学旅行、日本人家庭での

ホームステイ、さらに九州大学の学生との交流も

含む内容で、総合的に日本を通してアジアを理解

するプログラム構成となっており、毎年30人前

後の学生を受け入れています。

（４）九州大学・ASEAN教育交流プログラム（AsTW： 
ASEAN in Today’s World）
　本学が海外で実施している2週間の教育プログ

ラムで、ASEANと日中韓を中心とする世界中の学

生がASEAN域内の都市において共に学ぶ機会を

提供しています。本プログラムは、若い世代に

ASEANをキーワードとして国際的な共通性を習得

させ、次世代のアジアを担う人材を育てることを

目的としています。

　平成20年度から22年度はマヒドン大学（タ

イ）、23年度から25年度までアテネオ・デ・マニ

ラ大学（フィリピン）で開催し平成26年度からは

ベトナム国家大学ハノイ校で開催しています。

＊�留学生の受入支援（外国人留学生・研究者サポー
トセンター関係）

　急増する外国人留学生や研究者の受入を円滑に行

うため、受入の諸手続き、生活支援及び英訳の支援

を行う「外国人留学生・研究者サポートセンター」

を、各キャンパスに設置しています。

○学生の海外派遣（交換留学含む）
　九州大学は、海外の大学との学生交流協定等に基

づき、交換留学制度、短期語学研修、長期派遣支援

制度等により多くの学生を海外の大学へ派遣してい

ます。

＊私費留学生への経済的支援
　私費留学生を対象に独立行政法人日本学生支援機

構（JASSO）文部科学省外国人留学生学習奨励費及び

各種財団奨励金があり、情報提供や募集の受付けな

どを行っています。

＊学生の海外派遣人数
　786名の学生を42カ国の海外の大学等に派遣して

います（平成26年度）。

＊交換留学制度
　大学間学生交流協定等に基づき、外国の協定校と

の間で学生の受入れ・派遣を行っています。授業料

不徴収、単位互換可能、学生寮への優先的入居等の

メリットがあり、留学生課を通して申請手続きを行

います。

　この他に、部局で独自に学生交換を行う、部局間

学生交流協定に基づく交換留学制度があります。

＊短期語学研修
　九州大学全学協力事業基金による国際交流事業と

して、短期語学研修があります。これは交換留学へ
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の動機付けを支援することを目的とするもので、九

州大学が経費の一部を支援し、韓国及び中国・台湾

に3 〜 4週間派遣して、語学研修を実施しています。

　また、アメリカ・サンノゼ州立大学における英語

研修やタイ・マヒドン大学におけるタイ語・タイ文

化研修も実施しています。

＊学内留学
　留学生センターが実施するJTW及びATWの授業

は、基幹教育科目として一般学生にも開放されてい

ます。九大キャンパスにいながら、海外有名大学か

ら参加する留学生と机を並べて英語で専門科目を学

ぶことができる、貴重な機会を提供しています。

＊学生の海外派遣支援
　全学・部局が密に連携した戦略的・効果的な日本

人学生の海外派遣を実現するため、「グローバル学

生交流センター」を各キャンパスに設置しています。

○欧州連合の学術拠点・EUIJ九州
　EUIJ 九州 （European  Union  Institute  in  Japan,  

Kyushu）は、欧州連合（EU）について深く、広く情報

を発信する機関としてEU本部の委託を受け、九州

大学・西南学院大学・福岡女子大学の3校によるコ

ンソーシアム（共同組織）として平成23年4月に開

設されました。（平成27年度からは九州大学と福岡

女子大学の2校。）

　EUIJ九州の開設を前に、平成22年12月には九州

大学EUセンターが設立され、EUIJ九州の事務局と

して運営を支援し、また本学の学生及び教職員が

EUに対する知識と理解を深めることに資する活動

を行っています。

＊教育
　EU研究ディプロマプログラム（EU-DPs）を通して

EUについての体系的学習の機会を提供します。

＊情報発信
　EU研究、EUに関する情報、及びEUIJ九州の活動

を電子ジャーナル、ニュースレター等により発信し

ます。

★もっと詳しく知るには
・ 外国人留学生・研究者サポートセンター Webサ

イト

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/

・国際部Webサイト

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb

・EUIJ九州Webサイト

http://www.euij-kyushu.com

◆問合せ先
・留学生の受入 / 学生の海外派遣について

　学務部留学生課 留学生交流係　092-802-2269  

　intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

・外国人留学生・研究者サポートセンターについて

　国際部外国人留学生・研究者サポートセンター

　092-802-2280

　intlgrksc@jimu.kyushu-u.ac.jp

・EUIJ九州について

　EUセンター内　EUIJ九州事務局

　092-642-4433

　secretariat@euij-kyushu.com

教育関係の外部資金事業

　文部科学省では、各大学が実施する教育改革の取

組の中から、優れた取組を選び、補助金等でその取

組を財政的に支援しており、これまでに多数の採択

を受けています。事業期間終了後も、これまでの大

学の事業の取組成果を大学全体で共有し、活用する

ことが求められています。

○近年採択された主な事業
　GP事業として今まで数多くのプログラムが実施

され、本学はたくさんの採択を受けました。最近採

択を受けたものとしては、次の取組があります。

＊�博士課程教育リーディングプログラム
　優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え幅広く産学官

にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くた

め、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産・

学・官の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士

課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証さ

れた学位プログラムを構築・展開する大学院教育の

抜本的改革を支援

　・採択された本学の取組

　　 ① 分子システムデバイス国際研究リーダー育成

および国際教育研究拠点形成（工学府、理学

府、システム情報科学府）【平成24年度採択】

　http://www.molecular-device.kyushu-u.ac.jp/

　　 ② グリーンアジア国際戦略プログラム（総合理
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工学府、工学府）【平成24年度採択】

http://www.tj.kyushu-u.ac.jp/leading/in-dex.

html

③ 持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログ

ラム（全学府）【平成25年度採択】

http://ketsudan.kyushu-u.ac.jp/

＊国立大学改革強化推進事業
　今後の我が国の再生に向けて、教育研究組織の再

編成や外国人や実務家等の教員や役員への登用拡

大、地域別・機能別の大学群形成に向けた連合・連

携、効率的な大学運営のための事務処理等の共同化

など、これまでにない深度と速度で行う国立大学改

革を強化推進する取組を支援

　・採択された本学の取組【平成24年度採択】

　　 基幹教育の構築による新たな学士課程教育モデ

ルの提起

＊�科学技術イノベーション政策における「政策のた
めの科学」基盤的研究・人材育成拠点整備事業

　客観的根拠に基づく政策形成を行う高度専門人材

や、「政策のための科学」という新たな研究領域の発

展の担い手となる研究者等の育成を支援

　・採択された本学の取組【平成23年度採択】

　　 科学技術イノベーション政策における「政策のた

めの科学」基盤的研究・人材育成拠点整備事業

　　http://www.sti.kyushu-u.ac.jp/index.php

＊課題解決型高度医療人材養成プログラム
　高度な教育力・技術力を有する大学が核となっ

て、我が国が抱える医療現場の諸課題等に対して、

科学的根拠に基づいた医療が提供でき、健康長寿社

会の実現に寄与できる優れた医師・歯科医師・看護

師・薬剤師等を養成するための教育プログラムを実

践・展開する大学の優れた取組を支援

　・採択された本学の取組【平成26年度採択】

　　 実践能力強化型チーム医療加速プログラム（医

学部保健学科）

＊未来医療研究人材養成拠点形成事業
　急速に進展する高齢化等に伴う医療課題の解決に

貢献し、国内外の医学・ 医療の発展を強力に推進す

るため、医療のパラダイムシフトの契機を生み出し

うる人材を 養成する、新規性・独創性の高い特色あ

る取組にチャレンジする大学の事業を支援

　・採択された本学の取組【平成25年度採択】

　　①イノベーションを推進する国際的人材の育成

　　②地域包括医療に邁進する総合診療医育成

　　　http://www.sogo-k.com/index.html

＊がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
　複数の大学がそれぞれの個性や特色、得意分野を

活かしながら相互に連携・補完して教育を活性化

し、がん専門医療人養成のための拠点を構築するこ

とを目的として実施

　・採択された本学の取組【平成24年度採択】

　　 九州がんプロ養成基盤推進プラン（医学系学府、

薬学府）

　　http://www.k-ganpro.com/

＊大学間連携共同教育推進事業
　国公私立の設置形態を超え、地域や分野に応じて

大学間が相互に連携し、社会の要請に応える共同の

教育・質保証システムの構築を行う取組を支援

　・採択された本学の取組【平成24年度採択】

　　 未来像を自ら描く電気エネルギー分野における

実践的人材の育成（システム情報科学府）

＊グローバル人材育成推進事業
　グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる

「人財」の育成を図るため、大学教育のグローバル化

の推進を目的とする事業。

　・ 採択された本学の取組【平成24年度採択】（農

学部）

　　http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/Gjinzai/

＊大学の世界展開力強化事業（＊）
　世界に雄飛する日本として誇れる人材の育成を目

指し、国際的な枠組みで、高等教育の質の保証を図

りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦

略的受入を行うアジア・米国等の大学との協働教育

による交流を行う事業に対して支援

　・採択された本学の取組

　　 ① エネルギー環境理工学グローバル人材育成の

ための大学院協働教育プログラム【平成23年

度採択】（総合理工学府）

　　　http://www.tj.kyushu-u.ac.jp/campus-asia/

　　 地球資源工学グローバル人材養成のための学

部・大学院ビルドアップ協働教育プログラム

【平成24年度採択】（工学府）

　　http://resource-tenkai.mine.kyushu-u.ac.jp/

　　 スパイラル型協働教育モデル：リーガルマイン
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ドによる普遍性と多様性の均衡を目指して【平

成24年度採択】（法学府）

　　http://www.law.kyushu-u.ac.jp/sekaitenkai/
＊本事業は、国際部が窓口となって担当しています。

＊グローバルサイエンスキャンパス
　大学が、将来グローバルに活躍しうる傑出した科

学技術人材を育成することを目的として、地域で卓

越した意欲・能力を有する高校生等を募集・選抜

し、国際的な活動を含む高度で体系的な、理数教育

プログラムの開発・実施等を行うことを支援

　・採択された本学の取組【平成26年度】

　　 世界に羽ばたく未来創成科学者育成プロジェクト

＊�スーパーグローバル大学創成支援 （タイプＡ：
トップ型）

　「大学改革」と「国際化」を断行し、国際通用性、ひ

いては国際競争力の強化に取り組む大学の教育環境

の整備支援を目的とする事業。

　本学は、「世界大学ランキングトップ100を目指

す力のある、世界レベルの教育研究を行うトップ大

学」を対象とするタイプＡ：トップ型に採択。

　・採択された本学の取組【平成26年度採択】

　　 戦略的改革で未来へ進化するトップグローバル

研究・教育拠点創成

　　（ Strategic Hub Area for top-global Research 

and Education - Kyushu University: SHARE-Q）

　　http://www.share.kyushu-u.ac.jp/

＊教育プログラム採択状況
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/program/

adoption/

　上記の取組のほか、過去に採択された本学の取組

は次のとおりです。これらの取組については、文部

科学省による財政的支援の終了後も、その成果を踏

まえ、発展させています。

＊�大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業
（グローバル30）

　大学の国際競争力の強化のため、留学生に魅力的

な水準の教育を提供するなど、留学生受入れ等の環

境整備を図る取組を支援

　・採択された本学の取組（全学）

　　http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/

＊�科学技術システム改革：戦略的環境リーダー育成
拠点形成

　途上国における環境問題の解決に向けたリーダー

シップを発揮する人材（環境リーダー）の育成を支援

　・採択された本学の取組【平成22年度採択】

　　東アジア環境ストラテジスト育成プログラム

＊質の高い大学教育推進プログラム
　各大学のポリシーの明確化とPDCAサイクルの確

立など組織的運営により教育の質向上とともに、広

く社会に情報提供を実施

　・採択された本学の取組

　　 医療現場との情報双方向性を持つ保健学教育

（医学部保健学科）

　　http://imed.shs.kyushu-u.ac.jp/gp/

　　 専門知識に立脚した実践英語討議能力の育成

（歯学部）

http://www.dent.kyushu-u.ac.jp/projects/

shitsutaka/

＊組織的な大学院教育改革推進プログラム 
　大学院における社会で幅広く活躍する高度な人材

の育成機能を強化し、人材の国際的好循環を構築す

るため、コースワークの充実等の大学院教育の優れ

た組織的・体系的な取組を支援

　・採択された本学の取組

クラスターによる最先端法学修士課程の構築

（法学府）

http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/

先端研究者と高度専門家育成の理学教育 （理学

府）

http://www.sci.kyushu-u.ac.jp/html/program/

program.html

産業技術が求める数学博士と新修士養成（数理

学府）

http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/gp/

アジア都市問題を解くハビタット工学教育（人

間環境学府）

http://kyudai-archurb.jp/he/

生物産業界を担うプロフェッショナル育成（生

物資源環境科学府）

http://www.bres-gp.jp/

5つの力をもつシンセシス型博士人材の育成

（システム情報科学府）

http://gp.ees.kyushu-u.ac.jp/gp/index.html
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○�GP事業に係る公募に申請する際の学内手続につ
いて

　ＧＰ事業への申請の際は、教育担当理事を室長と

する教育改革企画支援室の室員によるヒアリングを

実施し、申請書類のブラシュアップを図っています。

また、申請件数に制限があるときは、このヒアリン

グの結果に基づき学内選考を行います。

　申請の学内締切や学内ヒアリングの実施等は、部

局長あてに通知するほか、学内ＨＰの「研究支援

Web」http://ura.kyushu-u.ac.jp/research-info/fund-

search/ にも掲載しています。

　教育改革企画支援室では、教育の外部資金事業へ

の申請についての相談を随時受け付けています。連

絡窓口　学務企画課（下記問合せ先まで）

★もっと詳しく知るには
　 文部科学省ＨＰ：国公私立大学を通じた大学教

育改革の支援

http://www.mext .go. jp/a_menu/koutou/

kaikaku/index.htm

◆問合せ先
　学務部学務企画課企画調査係　092-802-5928

　gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

ＥＥＰ（教育の質の向上支援プログラム）

　中期目標・中期計画に掲げる教育に関する目標・

計画の達成に資する部局等の主体的な取組を支援す

ることにより、教員及び組織の教育力の向上を図り、

本学の教育改革を推進することを目的として、部局

等に対し学内経費を措置し支援するEEP（教育の質

の向上支援プログラム）を実施しました。【平成21

～ 27年度】

　なお、EEPは事業として一定の成果を挙げたもの

として、平成27年度をもって修了し、平成28年度

以降は継続課題のみの実施となります。

　毎年度情報共有のため成果発表会を実施していま

す。是非ご参加下さい。

○これまでの実績
　【予算規模】　　　　　　　　　　　（単位：千円）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

15,000 35,000 47,910 58,000 58,000 58,000 58,000

　【採択実績】　　　　　　　　　　　　（単位：件）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

8 11 14 10 10 11 11

　【過去に採択された取組の例】　

・カリキュラム（教育課程・教育内容・方法・教

材・学習環境など）の開発

・教育の国際化に関する取組

・教育、学習の成果の達成状況を検証・評価する

取組

・修学支援に関する取組

・教員の職能開発に関する取組

○評価
　採択部局は、プログラム実施期間中及び事後に、

教育改革企画支援室による評価を受けていただきま

す。評価の結果によっては、経費措置中止・減額も

あり得ます。

　また、採択部局は、取組成果を全学FD等により

報告いただくこととなります。

★もっと詳しく知るには
　 教育改革企画支援室ＨＰ：教育の質向上支援プ

ログラム（ＥＥＰ）成果発表会

http : / /www.kyushu-u .ac . jp /educat ion/

er/2014outcome_index.html

◆問合せ先
　学務部学務企画課企画調査係　092-802-5928

　gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

高品質な教材の制作・支援・公開

○九州大学附属図書館付設教材開発センターとは 
　教材開発センターは、九州大学における教材の質

を向上し、教育の質を改善するため、2011年4月に

設置されました。センターは、教員の教材制作・支

援、革新的な教材や教育方法を開発・提案するなど、

以下のような様々な活動に取り組んでいます。 

１．教材制作支援

①教員が教材を制作する際に手間がかかる図や表

の作成を支援します。

②教材を制作するためのソフトウエア、学習支援

システムの使い方について講習会を開催するな








































































































































































































































